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中
国
に
お
け
る
孤
虚
の
占
法
と
そ
の
変
遷
に
つ
い
て

─

―

式
占
と
の
関
わ
り
か
ら

椛

島

雅

弘

序

言

孤
虚
と
は
、
中
国
で
古
く
か
ら
存
在
す
る
占
術
の
一
つ
で
あ
る
。
伝
世
文
献
に
お
け

こ

き

ょ

る
最
も
古
い
記
述
と
し
て
は

『
尉
繚
子
』
武
議
篇
の
「
今
世
將
考
孤
虛
、
占
咸
池
、
合

、

龜
兆
、
視
吉
凶
、
觀
星
辰
風
雲
之
變
、
欲
以
成
勝
立
功

（
今
の
世
の
将
は
、
孤
虚
を
考

。

え
、
咸
池
を
占
い
、
亀
兆
を
合
し
、
吉
凶
を
視
、
星
辰
風
雲
の
変
を
見
て
、
以
て
勝
ち

を
成
し
功
を
立
て
ん
と
欲
す

」
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の
文
章
は

『
尉
繚
子
』
が
成
立

。
）

、

し
た
戦
国
時
代
の
将
軍
が
、
占
い
に
よ
っ
て
勝
利
を
得
よ
う
と
し
て
い
る
状
況
を
批
判

的
に
述
べ
て
い
る

。
孤
虚
は
、
そ
う
し
た
占
い
の
一
つ
と
し
て
登
場
す
る
。

（
注
１
）

ま
た

『
史
記
』
亀
策
列
伝
に
は
「
日
辰
不
全
、
故
有
孤
虛

（
日
辰
全
か
ら
ず
、
故

、

。

に
孤
虚
有
り

」
と
い
う
記
述
が
あ
り

『
漢
書
』
芸
文
志
の
「
五
行
」
に
「
風
后
孤
虚

。
）

、

二
十
巻
」
が
著
録
さ
れ
て
い
る

（
現
在
は
亡
失
）
以
上
に
よ
り
、
古
代
中
国
に
お
い

。

て
、
孤
虚
は
思
想
史
上
、
一
定
の
位
置
を
占
め
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。

『
漢
語
大
詞
典
』
に
お
い
て
、
孤
虚
は
以
下
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る

「
古
代
方

。

術
の
用
語
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
日
時
を
計
算
し
、
十
天
干
を
十
二
地
支
に
配
当
し
て
い

き
一
旬
と
し

（
旬
内
に
お
い
て
）
余
っ
た
十
二
地
支
が
「
孤
」
で
あ
り
、
そ
れ
と
対
す

、

る
十
二
地
支
が
「
虚
」
と
な
る
。
古
代
で
は
常
に
吉
凶
禍
福
の
成
敗
を
占
う
た
め
に
用

い
ら
れ
た

（
日
本
語
に
翻
訳
）

。」

し
か
し
、
そ
の
占
法
や
思
想
史
的
な
考
察
に
つ
い
て
は
、
充
分
に
な
さ
れ
て
い
る
と

は
言
い
難
い
。
孤
虚
占
と
は

「
孤

「
虚
」
を
用
い
て
何
の
吉
凶
禍
福
を
ど
の
よ
う
に

、

」

占
う
術
な
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
ど
の
よ
う
に
継
承
さ
れ
て
い
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
仮

に
変
化
が
確
認
で
き
た
場
合
、
そ
の
原
因
は
何
に
求
め
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。

小
論
で
は
、
右
の
よ
う
な
問
題
意
識
の
も
と
、
検
討
を
進
め
て
い
く
。
ま
ず
第
一
章

か
ら
第
三
章
で
は
、
隋
の
『
五
行
大
義
』
や
『
六
甲
孤
虚
法

（

史
記
』
の
南
朝
宋
・

』
『

裴
駰
注
に
引
く

、
唐
の
『
太
白
陰
経

、
北
宋
の
『
虎
鈐
経

、
元
の
『
戎
事
類
占
』
の

）

』

』

よ
う
な
伝
世
文
献
や
、
出
土
文
献
（

日

書

・
敦
煌
文
献P

.
2
6
1
0

）
な
ど
の
関
連
記

『

』

に

っ

し

ょ

述
を
活
用
し
、
孤
虚
の
占
法
と
占
う
内
容
・
そ
の
変
遷
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
て
い
く

。

（
注
２
）

一
方
、
孤
虚
占
の
思
想
史
的
な
検
討
を
進
め
る
に
あ
た
り
、
重
要
な
視
点
と
な
っ
て
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く
る
の
が
、
式
占
（
太
乙
占
・
六
壬
占
・
遁
甲
占
）
と
の
関
わ
り
で
あ
る
。
そ
こ
で
第

四
・
五
章
で
は
、
両
者
の
関
係
性
に
注
目
し
な
が
ら
、
孤
虚
の
占
法
と
変
遷
を
明
ら
か

に
す
る
。

一

孤
虚
占
の
基
礎
情
報

小
論
で
は
ま
ず
、
孤
虚
の
占
法
と
占
う
内
容
に
つ
い
て
検
討
す
る

『
五
行
大
義
』
巻

。

二
「
論
配
支
干
」
の
記
述
を
参
照
し

「
孤

「
虚
」
の
意
味
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
て

、

」

い
く
。干

既
有
十
、
支
有
十
二
。
輪
轉
相
配
、
終
於
癸
亥
。
故
有
六
十
日
。
十
日
一
旬
。

故
有
六
旬
。
一
旬
盡
一
甲
癸
。
便
以
甲
配
子
、
盡
干
至
癸
酉
。
便
盡
干
、
餘
支
有

戌
亥
。
又
起
甲
配
戌
、
盡
干
至
癸
未
、
餘
支
有
申
酉
。
又
起
甲
配
申
、
盡
干
至
癸

、

。

、

、

。

、

巳

餘
支
有
午
未

又
起
甲
配
午

盡
干
至
癸
卯

餘
支
有
辰
巳

又
起
甲
配
辰

盡
干
至
癸
丑
、
餘
支
有
寅
卯
。
又
起
甲
配
寅
、
盡
干
至
癸
亥
。

干
は
既
に
十
有
り
、
支
は
十
二
有
り
。
輪
転
し
て
相
配
し
、
癸
亥
に
終
わ
る
。
故

に
六
十
日
有
り
。
十
日
は
一
旬
な
り
。
故
に
六
旬
有
り
。
一
旬
に
は
一
の
甲
癸
を

尽
く
す
。
便
ち
甲
を
以
て
子
に
配
し
、
干
を
尽
く
し
て
癸
酉
に
至
る
。
便
ち
干
を

尽
く
せ
ど
も
、
余
支

戌
亥
有
り
。
又
た
甲
に
起
こ
り
て
戌
に
配
し
、
干
を
尽
く
し

て
癸
未
に
至
り
て
、
余
支

申
酉
有
り
。
又
た
甲
に
起
こ
り
申
を
配
し
、
干
を
尽
く

し
て
癸
巳
に
至
り
て
、
余
支

午
未
に
有
り
。
又
た
甲
に
起
こ
り
て
午
に
配
し
、
干

、

。

、

を
尽
く
し
て
癸
卯
に
至
り
て

余
支

辰
巳
有
り

又
た
甲
に
起
こ
り
て
辰
に
配
し

、

。

、

干
を
尽
く
し
て
癸
丑
に
至
り

余
支

寅
卯
有
り

又
た
甲
に
起
こ
り
て
寅
に
配
し

干
を
尽
く
し
て
癸
亥
に
至
る
。

、

、

。

、

。

。

一
旬
之
內

二
支
無
配
偶
者

爲
之
孤

所
對
衝
者

為
之
虛

卜
筮
所
云
空
亡

以
支
孤
無
干
、
故
名
爲
空
亡
。
亡
者
無
也
。
無
干
故
亡
。
所
對
者
全
虛
。
故
云
空

也
。

一
旬
の
內
に
、
二
支
配
偶
無
き
者
、
之
を
孤
と
為
す
。
対
衝
す
る
所
の
者
、
之
を

虚
と
為
す
。
卜
筮
に
云
う
所
の
空
亡
な
り
。
支

孤
に
し
て
干
無
き
を
以
て
、
故
に

名
づ
け
て
空
亡
と
為
す
。
亡
と
は
無
な
り
。
干
無
き
の
故
に
亡
な
り
。
対
す
る
所

の
者
は
全
く
虚
な
り
。
故
に
空
と
云
う
な
り
。

記
述
の
要
点
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
ま
ず

「
孤

「
虚
」
の
意
味
を
知
る
上
で

、

」

重
要
と
な
る
の
が

「

旬

」
と
い
う
概
念
で
あ
る
。
旬
と
は
、
時
間
の
単
位
の
一
つ
で

、
じ

ゅ

ん

あ
り
、
十
日
間
の
こ
と
を
指
す
。
こ
の
時
間
の
単
位
は
孤
虚
を
占
う
際
、
重
要
と
な
る

。

、

（

）

。

（

）

注
３

旬
ご
と
に
は

必
ず
使
わ
れ
て
い
な
い
地
支

十
二
支

が
二
つ
存
在
す
る

こ
の
二
つ
を
「
孤
（
も
し
く
は
空

」
と
称
す
る
。
ま
た
、
孤
と
「
対
衝
」
す
る
地
支
が

）

「
虚
（
も
し
く
は
亡

」
で
あ
る
。

）

「
対
衝
」
と
は
、
干
支
が
そ
れ
ぞ
れ
互
い
に
相
対
す
る
こ
と
を
指
す
。
同
じ
く
『
五

行
大
義
』
巻
二
「
論
衝
破
」
に
「
衝
破
者
、
以
其
氣
相
格
對
也

（
衝
破
と
は
、
其
の
気

。

の
相
格
対
す
る
を
以
て
な
り

「
支
干
各
自
相
對

（
支
干
各
自
ら
相
対
す

」
と
あ

。
）
」

。

。
）

る
通
り
で
あ
る
。
地
支
の
対
衝
に
つ
い
て
は

「
子
・
午
衝
破
、
丑
・
未
衝
破
、
寅
・
申

、

衝
破
、
卯
・
酉
衝
破
、
辰
・
戌
衝
破
、
巳
・
亥
衝
破

（
子
・
午
衝
破
し
、
丑
・
未
衝
破

。

し
、
寅
・
申
衝
破
し
、
卯
・
酉
衝
破
し
、
辰
・
戌
衝
破
し
、
巳
・
亥
衝
破
す

」
と
あ

。
）

。

、

、

「

」

る
通
り
で
あ
る

つ
ま
り

甲
子
の
旬
に
お
い
て
は

戌
・
亥
が
存
在
し
な
い
た
め

孤

と
な
り
、
そ
の
対
衝
と
な
る
辰
・
巳
が
「
虚
」
と
な
る
。

甲
子
の
旬
以
外
の
孤
虚
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
法
則
性
か
ら
導
き
出
せ
る
他
、
前

述
の
『
六
甲
孤
虚
法
』
で
明
示
さ
れ
て
い
る
。
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、

、

。

、

、

甲
子
旬
中
無
戌
亥

戌
亥
爲
孤

辰
巳
即
爲
虛

甲
戌
旬
中
無
申
酉

申
酉
爲
孤

寅
卯
即
爲
虛
。
甲
申
旬
中
無
午
未
、
午
未
爲
孤
、
子
丑
即
爲
虛
。
甲
午
旬
中
無
辰

、

、

。

、

、

。

巳

辰
巳
爲
孤

戌
亥
即
爲
虛

甲
辰
旬
中
無
寅
卯

寅
卯
爲
孤

申
酉
即
爲
虛

甲
寅
旬
中
無
子
丑
、
子
丑
爲
孤
、
午
未
即
爲
虛
。

甲
子
の
旬
中

戌
亥
無
く
、
戌
亥

孤
と
為
り
、
辰
巳
即
ち
虚
と
為
る
。
甲
戌
の
旬

中

申
酉
無
く
、
申
酉

孤
と
為
り
、
寅
卯
即
ち
虚
と
為
る
。
甲
申
の
旬
中

午
未
無

く
、
午
未

孤
と
為
り
、
子
丑
即
ち
虚
と
為
す
る
。
甲
午
の
旬
中

辰
巳
無
く
、
辰

巳

孤
と
為
り
、
戌
亥
即
ち
虚
と
為
る
。
甲
辰
の
旬
中

寅
卯
無
く
、
寅
卯

孤
と
為

り
、
申
酉
即
ち
虚
と
為
る
。
甲
寅
の
旬
中

子
丑
無
く
、
子
丑

孤
と
為
り
、
午
未

即
ち
虚
と
為
る
。

こ
の
記
述
か
ら
（
表
一
）
の
よ
う
な
表
が
作
成
で
き
る
。

（
表
一
）
各
旬
と
孤
・
虚

一
覧

旬

干
支

孤

空

虚
（
亡
）

（

）

甲
子

甲
子

乙
丑

丙
寅

丁
卯

戊
辰

己
巳

庚
午

辛
未

壬
申

癸
酉

戌
・
亥

辰
・
巳

甲
戌

甲
戌

乙
亥

丙
子

丁
丑

戊
寅

己
卯

庚
辰

辛
巳

壬
午

癸
未

申
・
酉

寅
・
卯

甲
申

甲
申

乙
酉

丙
戌

丁
亥

戊
子

己
丑

庚
寅

辛
卯

壬
辰

癸
巳

午
・
未

子
・
丑

甲
午

甲
午

乙
未

丙
申

丁
酉

戊
戌

己
亥

庚
子

辛
丑

壬
寅

癸
卯

辰
・
巳

戌
・
亥

甲
辰

甲
辰

乙
巳

丙
午

丁
未

戊
申

己
酉

庚
戌

辛
亥

壬
子

癸
丑

寅
・
卯

申
・
酉

甲
寅

甲
寅

乙
卯

丙
辰

丁
巳

戊
午

己
未

庚
申

辛
酉

壬
戌

癸
亥

子
・
丑

午
・
未

、

、

『

』

。

次
に

具
体
的
な
占
法
に
つ
い
て
は

同
じ
く

五
行
大
義

に
記
述
が
見
ら
れ
る

算
法
橫
下
十
二
支
位
於
四
方
、
縱
下
八
干
位
於
四
方
、
下
戊
己
位
於
中
央
。
若
甲

子
旬
、
取
甲
干
以
配
子
支
。
如
此
次
第
相
配
、
至
戊
辰
。
位
在
中
央
。
土
爲
四
行

主
、
不
可
移
。
故
取
辰
支
・
巳
支
、
入
中
央
配
戊
己
。
餘
悉
以
干
就
支
。
至
戌
亥

無
干
配
之
。
單
故
爲
孤
。
辰
巳
之
位
支
干
並
無
。
故
名
爲
虛
。

算
法
は
横
に
十
二
支
の
位
を
四
方
に
下
し
、
縦
に
八
干
の
位
を
四
方
に
下
し
、
戊

己
の
位
を
中
央
に
下
す
。
甲
子
の
旬
の
ご
と
き
は
、
甲
の
干
を
取
り
て
以
て
子
の

支
に
配
す
。
此
く
の
ご
と
く
次
第
に
相
配
し
て
、
戊
辰
に
至
る
。
位
は
中
央
に
在

。

、

。

、

り

土
は
四
行
の
主
為
り

移
す
べ
か
ら
ず

故
に
辰
の
支
・
巳
の
支
を
取
り
て

中
央
に
入
れ
戊
己
に
配
す
。
余
は
悉
く
干
を
以
て
支
に
就
く
。
戌
亥
に
至
り
て
干

の
之
に
配
す
る
無
し
。
単
な
る
が
故
に
孤
と
為
る
。
辰
巳
の
位
は
支
干
並
び
に
無

し
。
故
に
名
づ
け
て
虚
と
為
す
。

「
算
法
は
横
に
十
二
支
の
位
を
四
方
に
下
し
、
縦
に
八
干
の
位
を
四
方
に
下
し
、
戊

己
の
位
を
中
央
に
下
す
」
は

「
四
方
」
を
東
西
南
北
の
意
味
で
解
釈
し
、
子
＝
北
と
い

、

う
占
術
の
基
本
的
認
識
に
沿
い
、
一
方
位
に
二
つ
の
干
支
を
配
置
す
る
。
ま
た
、
中
央

に
位
置
す
る
天
干
の
「
戊
己
」
と
ペ
ア
で
あ
る
「
辰
巳
」
は
中
央
に
配
置
す
る
。
孤
と

な
る
「
戌
亥
」
の
位
置
に
関
す
る
記
述
が
な
い
が
、
戌
亥
は
古
く
か
ら
北
西
を
示
す
語

で
あ
る
た
め
、
北
と
西
の
間
に
配
置
す
る

。

（
注
４
）

こ
の
記
述
か
ら
、
孤
虚
占
に
お
い
て
は
、
時
間
と
方
位
の
両
方
が
重
要
で
あ
る
こ
と

が
分
か
る
。

『
五
行
大
義
』
と
『
六
甲
孤
虚
法
』
の
他
、
孤
虚
占
に
関
す
る
具
体
的
記
述
は
、
諸

書
に
散
見
す
る
。
例
え
ば

『
後
漢
書
』
方
術
伝
の
唐
・
李
賢
注
「
孤
虛
者
、
孤
謂
六
甲

、

之
孤
辰
、
若
甲
子
旬
中
戌
亥
無
干
、
是
謂
孤
也
。
對
孤
爲
虛

（
孤
虚
と
は
、
孤

六
甲

。

の
孤
な
る
辰
を
謂
い
、
甲
子
の
旬
中

戌
亥
干
無
き
が
ご
と
く
、
是
れ
孤
と
謂
う
な
り
。

孤
に
対
す
る
を
虚
と
謂
う

」
が
挙
げ
ら
れ
る
。

。
）
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（
図
一

『
五
行
大
義
』
に
見
え
る
甲
子
の
孤
虚
の
占
法

）

ま
た

『
虎
鈐
経
』
巻
十
一
「
孤
虚
第
一
百
十
七
」
に
は

「
用
旬
孤
虛
、
甲
子
背
戌

、

、

亥
擊
辰
巳

（
旬
の
孤
虚
を
用
い
る
に
、
甲
子
に
戌
亥
を
背
に
し
て
辰
巳
を
撃
つ

」
と

。

。
）

あ
る
。
こ
こ
で
は

「
孤
の
方
角
を
背
に
し
て
虚
の
方
角
を
撃
つ
」
と
い
う
情
報
が
得
ら

、

れ
る
。
つ
ま
り
、
軍
事
的
に
孤
虚
を
用
い
る
場
合
、
占
う
旬
の
日
（
干
支
）
を
も
と
に

孤
・
虚
の
方
位
を
確
認
し
た
上
で
、
自
分
が
孤
の
方
角
を
背
に
し
て
虚
の
方
角
の
敵
に

攻
撃
す
べ
き
と
解
釈
で
き
る
。

虎
鈐
経

の
他

孤
虚
が
占
う
内
容
は

軍
事
で
あ
る
こ
と
が
多
い

例
え
ば

後

『

』

、

、

。

『

漢
書
』
方
術
列
伝
に
は
、
趙
彦
と
い
う
人
物
が
、
賊
討
伐
の
際
、
孤
虚
の
法
に
よ
っ
て

撃
つ
べ
き
と
述
べ
て
お
り

『
新
唐
書
』
李
靖
伝
で
は

「
世
言
靖
精
風
角
・
鳥
佔
・
雲

、

、

侵
・
孤
虛
之
術
、
為
善
用
兵

（
世
に
靖

風
角
・
鳥
佔
・
雲
侵
・
孤
虚
の
術
を
精
く
す

。

る
と
言
い
、
善
く
兵
を
用
い
る
と
為
す

」
と
記
さ
れ
る
。

。
）

ま
た
、
既
に
亡
失
し
て
し
ま
っ
て
い
る
も
の
の

『
隋
書
』
経
籍
志
に
「
黄
帝
兵
法
孤

、

虚
雑
記
」
一
巻
や
「
六
甲
孤
虚
兵
法
」
一
巻
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
両
文
献
は
、
名
称

か
ら
明
ら
か
に
孤
虚
と
軍
事
と
の
関
わ
り
が
確
認
で
き
る

。

（
注
５
）

一
方
、
軍
事
以
外
に
つ
い
て
占
う
際
に
も
用
い
ら
れ
た
形
跡
が
確
認
で
き
る
。
例
え

ば
、
孔
家
坡
漢
簡
『
日
書
』
で
は
、
各
旬
の
虚
の
方
角
か
ら
嫁
を
取
る
べ
き
で
は
な
い

と
説
く

。
ま
た
、
周
家
台
秦
簡
『
日
書
』
は
、
賊
が
侵
入
す
る
方
位
や
、
賊
が

（
注
６
）

盗
ん
だ
も
の
を
保
管
し
て
い
る
方
位
を
占
い
、
放
馬
灘
秦
簡
『
日
書

（
乙
種
）
は
、
家

』

で
死
人
が
出
た
場
合
に
起
こ
る
凶
事
の
回
数
を
占
う

。
放
馬
灘
秦
簡
の
孤
虚
占

（
注
７
）

は
、
占
断
と
方
角
の
関
係
が
薄
い
点
で
特
徴
的
で
あ
る
。
な
お
、
三
種
の
孤
虚
占
は
、

い
ず
れ
も
八
方
位
を
基
準
と
し
て
占
っ
て
お
り

『
五
行
大
義
』
の
記
述
を
復
元
す
る
際

、

の
参
照
と
な
る
。

二

敦
煌
文
献

に
見
え
る
孤
虚
占

P.
2
61

0

一
方
、
敦
煌
文
献P

.
2
6
1
0

に
見
え
る
孤
虚
占
は
、
こ
れ
ま
で
確
認
し
て
き
た
も
の
と

比
べ
、
占
法
が
や
や
特
殊
で
あ
る
。

孤
虚
占
を
取
り
上
げ
る
前
に
、P

.
2
6
1
0

の
基
礎
情
報
に
つ
い
て
確
認
し
た
い
。P

.
2
6
1

0

は
、
孤
虚
占
を
含
む
多
種
多
様
な
占
術
を
収
録
し
て
い
る
。
成
立
年
代
に
つ
い
て
は
、

、

、

直
接
的
な
情
報
は
な
い
も
の
の

P.
3
28
8

と
同
様
の
占
術
が
多
く
含
ま
れ
て
お
り
（

）

注
８

ま
たP

.
3
2
8
8

が
恐
ら
く
唐
代
後
半
の
成
書
で
あ
る
こ
と
か
ら

、P
.
2
6
1
0

も
同
時

（
注
９
）

期
に
成
書
さ
れ
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。

該
当
文
献
は
、
カ
ラ
ー
画
像
がG

a
ll

i
ca

に
て
公
開
さ
れ
て
い
る

他
、
関
長
龍

（
注

）
10

輯
校
『
敦
煌
本
数
術
文
献
輯
校
』
中
冊
（
中
華
書
局
、
二
〇
一
九
年
）
が
翻
刻
を
行
っ

て
い
る
。
小
論
で
は
こ
れ
ら
を
参
照
し
つ
つ
、
内
容
を
確
認
し
て
い
く
。
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推
孤
虚
法

以
徵
明
臨
太
歳
、
天
魁
・

從
魁
］
爲
孤
、
太
衝
・
天
罡
爲
虛
也
。
揺
光
正
月
建
、

［

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

從
子
丑
擊
午
未
、
二
月
從
丑
寅
擊
申
未
、
三
月
從
寅
卯
擊
申
酉
、
四
月
從
卯
辰
擊

酉
戌
、
五
月
從
辰
巳
擊
戌
亥
、
六
月
從
巳
午
擊
亥
子
、
七
月
從
午
未
擊
子
丑
、
八

月
從
未
申
擊
丑
寅
、
九
月
從
申
酉
擊
寅
卯
、
十
月
從
酉
戌
擊
卯
辰
、
十
一
月
從
戌

亥
擊
辰
巳
、
十
二
月
從
亥
子
擊
巳
卯
。
右
十
二
月
孤
虛
、
千
人
以
上
用
之
。

徴
明
を
以
て
太
歳
に
臨
め
ば
、
天
魁
・
従
魁

孤
と
為
し
、
太
衝
・
天
罡

虚
と
為

す
な
り
。
揺
光

正
月
建
、
子
丑
従
り
午
未
を
撃
ち
、
二
月

丑
寅
従
り
申
未
を
撃

ち
、
三
月

寅
卯
従
り
申
酉
を
撃
ち
、
四
月

卯
辰
従
り
酉
戌
を
撃
ち
、
五
月

辰
巳

従
り
戌
亥
を
撃
ち
、
六
月

巳
午
従
り
亥
子
を
撃
ち
、
七
月

午
未
従
り
子
丑
を
撃

ち
、
八
月

未
申
従
り
丑
寅
を
撃
ち
、
九
月

申
酉
従
り
寅
卯
を
撃
ち
、
十
月

酉
戌

従
り
卯
辰
を
撃
ち
、
十
一
月

戌
亥
従
り
辰
巳
を
撃
ち
、
十
二
月

亥
子
従
り
巳
卯

を
撃
つ
。
右
十
二
月
の
孤
虚
に
し
て
、
千
人
以
上

之
を
用
う
。

推
旬
孤
虚
法

以
登
明
加
六
甲
辰
、
亦
天
魁
・
從
魁
爲
孤
、
太
衝
・
天
罡
爲
虛
。
甲
子
旬
從
戌
亥

⑨

擊
辰
巳
、
甲
戌
旬
從
申
酉
擊
寅
卯
、
甲
申
旬
從
寅
卯
擊
申
酉
、
甲
寅
旬
從
子
丑
擊

午
未
、
甲
辰
旬
從
寅
卯
擊
申
丑
、
甲
午
旬
從
辰
巳
擊
戌
亥
。
右
旬
孤
虛
、
百
人
已

上
用
之
。

登
明
を
以
て
六
甲
の
辰
に
加
う
れ
ば
、
亦
た
天
魁
・
従
魁

孤
と
為
り
、
太
衝
・
天

罡

虚
と
為
る
。
甲
子
の
旬

戌
亥
従
り
辰
巳
を
撃
ち
、
甲
戌
の
旬

申
酉
従
り
寅
卯

を
撃
ち
、
甲
申
の
旬

寅
卯
従
り
申
酉
を
撃
ち
、
甲
寅
の
旬

子
丑
従
り
午
未
を
撃

ち
、
甲
辰
の
旬

寅
卯
従
り
申
丑
を
撃
ち
、
甲
午
の
旬

辰
巳
従
り
戌
亥
を
撃
つ
。

右
の
旬
の
孤
虚
、
百
人
已
上

之
を
用
う
。

推
日
孤
虚
法

常
以
登
明
加
日
辰
、
從
［
魁

・
天
魁
爲
孤
、
太
衝
・
天
罡
爲
虛
。
右
件
日
孤
虛
、

］

十
人
已
上
用
之
。

登
明
を
以
て
日
辰
に
加
う
る
を
常
と
す
れ
ば
、
従
魁
・
天
魁

孤
と
為
り
、
太
衝
・

天
罡

虚
と
為
る
。
右
件
の
日
の
孤
虚
、
十
人
已
上

之
を
用
う
。

推
時
孤
虚
法

今
時
後
二
辰
爲
孤
、
從
擊
必
勝
。

今
時
の
後
の
二
辰

孤
と
為
り
、
従
り
て
撃
て
ば
必
ず
勝
つ
。

語
注

①
「
徴
明
」
と
は
十
二
月
将
の
一
つ
で
あ
り
、
一
月
・
亥
（
北
西
）
を
指
す

『
夢
渓
筆
談
』
巻
七
に

。

（図二）北斗七星？（ 原本）P.2610

（図三 『敦煌本数術文献輯校』作成））
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「
徵
明
者
、
正
月
三
陽
始
兆
于
地
上

「
見
龍
在
田
、
天
下
文
明

、
故
曰
徵
明

（
徴
明
と
は
、

、

」

。

正
月

三
陽
始
め
て
地
上
に
兆
あ
り
て

「
見
龍

田
に
在
り
、
天
下
文
明
な
り

、
故
に
徵
明
と
曰

、

」

う

」
と
あ
る
。

。
）

②
「
太
歳
」
と
は
、
木
星
と
は
逆
方
向
へ
進
む
と
さ
れ
た
虚
構
の
惑
星
。
木
星
と
同
じ
く
、
十
二
年

ご
と
に
天
を
一
周
し
、
そ
の
年
の
十
二
支
の
方
位
に
存
在
す
る
と
さ
れ
た

「
太
歳
神
」
の
よ
う

。

に
、
古
く
か
ら
神
格
化
さ
れ
た
。
こ
こ
で
は
特
に
方
位
神
と
し
て
み
な
さ
れ
て
い
る
か
。

③
「
天
魁
」
と
は
、
北
斗
七
星
の
第
一
星

「
天
枢
」
と
も
。
こ
こ
で
は
十
二
月
将
（
神
将
）
の
一
つ

。

で
あ
り
、
二
月
・
戌
（
西
北
）
を
表
す

『
夢
渓
筆
談
』
巻
七
に
「
天
魁
者
、
斗
魁
第
一
星
也
。

。

斗
魁
第
一
星
抵
于
戌
、
故
曰
天
魁

（
天
魁
と
は
、
斗
魁
の
第
一
星
な
り
。
斗
魁
の
第
一
星

戌
に

。

抵
る
、
故
に
天
魁
と
曰
う

」
と
あ
る
。

。
）

④
「
従
魁
」
と
は
、
北
斗
七
星
の
第
二
星

「
天
璇
」
と
も
。
こ
こ
で
は
十
二
月
将
の
一
つ
で
あ
り
、

。

三
月
・
酉
（
西
）
を
表
す

『
夢
渓
筆
談
』
巻
七
に
「
從
魁
者
、
斗
魁
第
二
星
也
。
斗
魁
第
二
星

。

抵
于
酉
、
故
曰
從
魁

（
従
魁
と
は
、
斗
魁
の
第
二
星
な
り
。
斗
魁
の
第
二
星

酉
に
抵
る
、
故
に

。

從
魁
と
曰
う

」
と
あ
る
。

。
）

⑤
「
太
衝
」
と
は
、
十
二
月
将
の
一
つ
で
あ
り
、
九
月
・
卯
（
東
）
を
表
す

『
夢
渓
筆
談
』
巻
七
に

。

「
太
衝
者
、
日
月
五
星
所
出
之
門
戶
、
天
之
衝
也

（
太
衝
と
は
、
日
月
五
星
の
出
ず
る
所
の
門

。

戸
に
し
て
、
天
の
衝
な
り

」
と
あ
る
。

。
）

⑥
「
天
罡
」
と
は
、
北
斗
七
星
の
柄
の
部
分
。
こ
こ
で
は
十
二
月
将
の
一
つ
で
あ
り
、
八
月
・
辰
（
東

南
）
を
表
す

「
天
罡
者
、
斗
剛
之
所
建
也
。
斗
杓
謂
之
剛
、
蒼
龍
第
一
星
亦
謂
之
剛
、
與
斗
剛

。

相
直

（
天
罡
と
は
、
斗
の
剛
の
建
す
所
な
り
。
斗
の
杓
を
之
剛
と
謂
い
、
蒼
龍
の
第
一
星
も
亦

。

た
之
剛
と
謂
う
。
斗
と
剛
と
は
相
直
な
り

」
と
あ
る
。

。
）

⑦
「
揺
光
」
と
は
、
北
斗
七
星
の
第
七
星
。

⑧
「
月
建
」
と
は
、
北
斗
七
星
の
柄
（
特
に
揺
光
）
が
指
す
方
角
の
こ
と
を
指
す

「
建
」
は
「
指
し

。

示
す
」
の
意

「
斗
建
」
と
も
呼
び
、
月
ご
と
に
指
す
方
角
が
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
旧
暦
十
一

。

→

→

→

月
の
冬
至
に
子
（
北
）
の
方
角
に
向
き
、
十
二
月

丑
（
北
東

、
一
月

寅
（
東
北

、
二
月

）

）

卯
（
東

、
三
月

辰
（
東
南
）
と
向
き
を
変
え
て
い
く
。

）

→

⑨
「
登
明
」
と
は
十
二
月
将
の
一
つ
で
あ
り
、
一
月
・
寅
（
北
西
）
を
指
す

「
徴
明
」
の
別
称
。

。

ま
ず
大
枠
と
し
て

「
推
孤
虚
法
」
が
月
単
位
（
一
部
年
も
関
係

「
推
旬
孤
虚
法
」

、

）
、

が
旬
単
位

「
推
日
孤
虚
法
」
が
日
単
位

「
推
時
孤
虚
法
」
が
時
間
単
位
の
孤
虚
占
と

、

、

な
っ
て
い
る
。
以
下
、
そ
れ
ぞ
れ
占
法
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
た
い
。

推
孤
虚
法、

「

、

、

ま
ず

前
半
部
分
で
あ
る

徴
明
を
以
て
太
歳
に
臨
め
ば

天
魁
・
従
魁

孤
と
為
し

太
衝
・
天
罡

虚
と
為
す
な
り

に
つ
い
て
考
察
す
る

こ
こ
で
登
場
す
る
太
歳
は

論

。
」

。

、『

衡
』
難
歳
篇
で
以
下
の
よ
う
に
登
場
す
る
。

『
移
徙
法
』
曰

「
徙
抵
太
歲
凶
、
負
太
歲
亦
凶

」
抵
太
歲
名
曰
歲
下
、
負
太
歲

、

。

名
曰
歲
破
、
故
皆
凶
也
。
假
令
太
歲
在
甲
子
、
天
下
之
人
皆
不
得
南
北
徙
、
起
宅

嫁
娶
亦
皆
避
之
。
其
移
東
西
、
若
徙
四
維
、
相
之
如
者
、
皆
吉
。
何
者
、
不
與
太

歲
相
觸
、
亦
不
抵
太
歲
之
衝
也
。

『
移
徙
法
』
に
曰
く

「
徙
り
て
太
歳
に
抵
れ
ば
凶
、
太
歳
に
負
く
も
亦
た
凶
な

、

い

し

ほ

う

う

つ

そ

む

り

」
と
。
太
歳
に
抵
る
を
名
づ
け
て
歳
下
と
曰
い
、
太
歳
に
負
く
を
名
づ
け
て
歳

。
破
と
曰
い
、
故
よ
り
皆
凶
な
り
。
仮
令
太
歳

甲
子
に
在
ら
ば
、
天
下
の
人
皆
南

も

と

北
に
徙
る
を
得
ず
、
宅
を
起
こ
し
嫁
娶
す
る
も
亦
た
皆
之
を
避
く
。
其
の
東
西
に

移
り
、
若
し
く
は
徒
に
四
維
に
相
之
き
如
く
者
は
、
皆
吉
な
り
。
何
と
な
れ
ば
、

ゆ

太
歳
と
相
触
れ
ず
、
亦
た
太
歳
の
衝
に
抵
ら
ざ
る
な
り
。

こ
こ
で
は

『
移
徙
法
』
に
王
充
が
解
説
を
付
す
と
い
う
形
を
取
っ
て
い
る
。
こ
の
記

、

述
に
よ
れ
ば
、
当
時
太
歳
は
、
移
転
の
方
角
を
決
め
る
際
、
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
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い
た
。
具
体
的
に
は
、
太
歳
の
い
る
位
置
と
そ
の
反
対
方
向
は
縁
起
の
悪
い
方
角
（
例

：
太
歳
が
子
＝
北
に
い
る
時
、
北
と
午
＝
南
が
凶
方
位
）
な
の
で
、
移
転
し
て
は
な
い

ら
な
い
と
述
べ
る
。

一
方

『
淮
南
子
』
天
文
訓
に
は
「
咸
池
爲
太
歲
、
二
月
建
卯
、
月
從
右
行
四
仲
、
終

、

而
複
始
。
太
歲
迎
者
辱
、
背
者
强
、
左
者
衰
、
右
者
昌

（
咸
池

太
歳
と
為
り
、
二
月

。

卯
を
建
し
、
月

右
従
り
四
仲
を
行
り
、
終
わ
り
て
複
た
始
ま
る
。
太
歳

迎
う
る
者
は

辱
め
ら
れ
、
背
く
者
は
強
く
、
左
す
る
者
は
衰
え
、
右
す
る
者
は
昌
う

」
と
あ
る
。

。
）

こ
こ
で
は
、
太
歳
の
方
角
へ
向
か
う
の
は
悪
く
、
逆
に
背
に
す
れ
ば
強
く
な
る
と
述
べ

る
。こ

の
よ
う
に
太
歳
は
、
古
く
か
ら
神
格
化
さ
れ
、
占
術
に
利
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
が

分
か
る
。
ま
た
、
太
歳
を
根
拠
と
す
る
占
術
は
、
方
位
占
と
い
う
点
で
孤
虚
占
と
類
似

す
る
部
分
が
あ
る
。
特
に
『
淮
南
子
』
の
「
太
歳

迎
う
る
者
は
辱
め
ら
れ
、
背
く
者
は

強
く
」
の
部
分
は
、
軍
事
で
用
い
る
際
の
孤
虚
占
と
占
法
と
し
て
同
一
で
あ
り
、
注
目

さ
れ
る
。、

。

次
に

徴
明
・
天
魁
・
従
魁
・
太
衝
・
天
罡
を
含
む
十
二
月
将
に
つ
い
て
確
認
す
る

十
二
月
将
と
は
、
黄
道
（
太
陽
が
見
か
け
上
通
る
道
）
を
十
二
等
分
し
た
上
で
、
そ
れ

ぞ
れ
の
方
角
を
名
付
け
た
も
の
で
あ
り
、
月
・
地
支
も
共
に
配
当
さ
れ
る
。
具
体
的
に

は
、
徴
明
＝
一
月
・
亥
・
北
西
、
天
魁
＝
二
月
・
戌
・
西
北
、
従
魁
＝
三
月
・
酉
・
西

の
よ
う
に
な
る
。

一
方
、
各
月
将
と
太
歳
の
関
係
に
つ
い
て
は

『
論
衡
』
難
歳
篇
の
記
述
が
参
照
さ
れ

、

る
。

、

、

。

、

或
上
十
二
神

登
明
・
從
魁
之
輩

工
伎
家
謂
之
皆
天
神
也

常
立
子
・
丑
之
位

俱
有
衝
抵
之
氣
、
神
雖
不
若
太
歲
、
宜
有
微
敗
。
移
徙
者
、
雖
避
太
歲
之
凶
、
猶

觸
十
二
神
之
害
。

、

、

。

或
い
は
上
の
十
二
神

登
明
・
従
魁
の
輩
は

工
伎
家

之
を
皆
天
神
と
謂
う
な
り

、

、

、

常
に
子
・
丑
の
位
に
立
て

俱
に
衝
抵
の
気
有
り
て

神

太
歲
に
し
か
ず
と
雖
も

宜
し
く
微
敗
有
る
べ
し
。
移
徙
す
る
者
、
太
歳
の
凶
を
避
く
と
雖
も
、
猶
お
十
二

神
の
害
に
触
る
る
が
ご
と
し
。

難
歳
篇
に
よ
れ
ば
、
十
二
月
将
は
後
漢
当
時
の
工
伎
家
（
占
術
家
）
に
「
天
神
」
だ

と
み
な
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
「
衝
抵
の
気
有
り

、
つ
ま
り
人
と
方
角
的
に
ぶ
つ
か
る

」

性
質
を
持
っ
て
い
て
、
そ
の
神
明
は
太
歳
ほ
ど
で
は
な
い
も
の
の
、
多
少
の
禍
事
が
現

れ
る
、
と
述
べ
る
。

以
上
を
踏
ま
え
、
前
半
部
分
を
解
釈
し
た
い

「
徴
明
を
以
て
太
歳
に
臨
む
」
は
「
徴

。

明
（
一
月
）
に
そ
の
年
の
太
歳
が
い
る
方
位
を
向
く
」
こ
と
を
指
す

「
天
魁
・
従
魁

。

孤
と
為
し
、
太
衝
・
天
罡

虚
と
為
す
な
り
」
は
、
一
月
に
は
、
天
魁
（
戌
・
西
北

・）

従
魁
（
酉
・
西
）
が
孤
と
な
り
、
太
衝
（
東
・
卯

・
天
罡
（
辰
・
東
南
）
が
虚
と
な
る

）

こ
と
を
指
す
。
つ
ま
り
、
天
魁
と
天
罡
、
従
魁
と
太
衝
が
そ
れ
ぞ
れ
孤
虚
の
関
係
で
あ

る
。で

は
、
こ
の
占
術
を
図
で
い
か
に
表
す
べ
き
だ
ろ
う
か
。
先
に
検
討
し
た
（
図
一
）

の
図
や
竹
簡
の
孤
虚
占
の
よ
う
に
八
方
位
を
基
準
に
考
え
た
場
合
、
う
ま
く
占
う
こ
と

が
で
き
な
い
。
一
方
、
十
二
方
位
を
基
準
と
し
て
図
を
作
成
す
る
と

（
図
四
）
の
よ
う

、

に
図
式
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

ま
た

『
太
白
陰
経
』
に
「
登
明
加
歲
支
、
天
魁
［
・
従
魁
］
下
爲
孤
。
太
衝
・
天
罡

、

下
爲
虛

（
登
明

歳
支
に
加
う
れ
ば
、
天
魁
・
従
魁
の
下

孤
と
為
る
。
太
衝
・
天
罡
の

。

下

虚
と
為
る

」
と
あ
る
よ
う
に
、
敦
煌
文
献
の
こ
の
孤
虚
占
に
類
似
す
る
も
の
が
確

。
）

認
で
き
る
。
こ
こ
か
ら
、
唐
代
に
は
既
に
十
二
月
将
の
要
素
を
含
ん
だ
孤
虚
占
が
存
在

し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
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（
図
四
）
推
孤
虚
法
・
前
半
部
分
の
孤
虚
占
・
一
月

次
に

「
推
孤
虚
法
」
の
後
半
部
分
で
あ
る
「
揺
光

正
月
建
、
子
丑
従
り
午
未
を
撃

、

ち
、
二
月

丑
寅
従
り
申
未
を
撃
ち

」
を
考
察
し
た
い
。

…

占
法
を
推
測
す
る
前
に
、
こ
ち
ら
も
ま
ず
は
揺
光
を
含
む
北
斗
七
星
と
占
術
の
関
係

性
に
つ
い
て
確
認
す
る

『
史
記
』
天
官
書
に
は
、
以
下
の
よ
う
な
記
述
が
存
在
す
る
。

。

斗
為
帝
車
、
運
于
中
央
、
臨
制
四
鄉
。
分
陰
陽
、
建
四
時
、
均
五
行
、
移
節
度
、

定
諸
紀
、
皆
繋
於
斗
。

斗
を
帝
車
と
為
し
、
中
央
に
運
り
、
四
郷
を
臨
制
す
。
陰
陽
を
分
か
ち
、
四
時
を

建
て
、
五
行
を
均
し
く
し
、
節
度
を
移
し
、
諸
紀
を
定
む
、
皆

斗
に
繋
る
。

か

か

北
斗
七
星
は
天
帝
を
乗
せ
て
巡
る
馬
車
で
あ
り
、
四
方
を
統
一
し
、
陰
陽
の
バ
ラ
ン

ス
を
調
整
し
、
四
季
を
作
る
な
ど
、
重
要
な
役
割
を
多
く
担
っ
て
い
る
と
い
う
。

ま
た
『
淮
南
子
』
天
文
訓
に
は
、
以
下
の
よ
う
な
記
述
が
存
在
す
る
。

斗
杓
爲
小
歲
。
正
月
建
寅
、
月
從
左
行
十
二
辰

（
中
略
）
小
歲
東
南
則
生
、
西
北

。

則
殺
、
不
可
迎
也
。
而
可
背
也
、
不
可
左
也
、
而
可
右
也
、
其
此
之
謂
也
。

。

、

。（

）

斗
杓
を
小
歳
と
為
す

正
月

寅
を
建
し

月
に
左
従
り
十
二
辰
を
行
る

中
略

さ

め

ぐ

小
歳
は
東
南
す
れ
ば
則
ち
生
、
西
北
す
れ
ば
則
ち
殺
、
迎
う
べ
か
ら
ざ
り
て
、
背

く
べ
く
、
左
す
る
べ
か
ら
ず
し
て
、
右
す
べ
し
、
と
は
其
れ
此
れ
の
謂
な
り
。

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
北
斗
七
星
の
中
で
も
「
斗
杓
＝
小
歳
（
玉
衡
・
開
陽
・
揺
光
の
三

星

」
は
、
正
月
に
寅
の
方
角
を
指
し
、
月
ご
と
左
周
り
に
十
二
辰
を
巡
る
。
そ
し
て
、

）
そ
の
人
が
斗
杓
の
東
南
に
位
置
し
て
い
れ
ば
良
く
、
西
南
に
位
置
し
て
い
れ
ば
悪
い
と

す
る
。
太
歳
や
十
二
月
将
と
同
じ
く
、
方
位
占
と
の
関
わ
り
が
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

『

』

、「

、

、

、

。

次
に

夢
渓
筆
談

巻
七
に
は

正
月
寅

二
月
卯

謂
之
建

其
說
謂
斗
杓
所
建

（
正
月
寅
、
二
月
卯
、
之
を
建
と
謂
い
、
其
の
説

斗
の
杓
の
建
す
所
を
謂
う

」
と
あ

。
）

さ

。

、

（

）
、

（

）

る

記
述
に
よ
れ
ば

北
斗
七
星
が
正
月
は
寅
の
方
位

東
北

二
月
は
卯
の
方
位

東

、

「

」

。

「

」

の
よ
う
に

月
ご
と
に
指
し
示
す
方
位
を

建

と
称
す

つ
ま
り
本
文
の

正
月
建

は
寅
の
方
位
を
示
す

。

（
注

）
11

以
上
を
踏
ま
え
て
「
揺
光

正
月
建
、
子
丑
従
り
午
未
を
撃
ち
、
二
月

丑
寅
従
り
申

未
を
撃
ち

」
を
解
釈
す
る
と

「
正
月
に
は
、
揺
光
が
寅
（
東
北
）
の
方
位
を
指
し
示

…

、

し
、
子
（
北

・
丑
（
北
東
）
の
方
位
が
孤
と
な
り
、
午
（
南

・
未
（
南
西
）
の
方
位

）

）

が
虚
と
な
り
、
孤
を
背
に
し
て
虚
を
攻
撃
す
べ
き
で
あ
る
。
二
月
は
揺
光
が
卯
（
東
）

の
方
位
を
指
し
示
し

丑

北
東

・
寅

東
北

が
孤
と
な
り

申

西
南

・
未

南

、

（

）

（

）

、

（

）

（

西
）
が
虚
と
な
り
、
孤
を
背
に
し
て
虚
を
攻
撃
す
べ
き
で
あ
り

」
と
な
る
。

…
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三
月
以
下
の
占
術
も
同
様
に
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
孤
虚
の
方
位
は
、
各
月
の

揺
光
が
示
す
方
位
の
左
隣
二
方
位
が
孤
と
な
り
、
そ
の
反
対
が
虚
と
な
る
よ
う
に
決
定

さ
れ
て
い
る
。

（
図
五
）
推
孤
虚
法
・
後
半
部
分
の
孤
虚
占
・
一
月

以
上

「
推
孤
虚
法
」
に
見
え
る
孤
虚
占
を
考
察
し
た
。
前
半
部
分
は
、
十
二
月
将
や

、

太
歳
の
要
素
を
含
ん
だ
孤
虚
占
が
確
認
で
き
た
一
方
、
後
半
部
分
で
は
北
斗
七
星
の
要

素
を
含
ん
だ
孤
虚
占
が
確
認
で
き
た
。
両
占
術
は
、
同
じ
孤
虚
占
で
あ
る
も
の
の
、
厳

密
に
見
れ
ば
そ
れ
ぞ
れ
独
自
性
を
有
し
て
い
た
。

、

『

』

「

」

「

」

な
お

前
述
の
通
り

六
甲
孤
虚
法

で
は
旬
ご
と
に

孤

と
な
る
地
支
が

孤

と
な
る
よ
う
に
、
名
称
に
沿
っ
た
理
屈
が
存
在
し
て
い
た
。
一
方
、
こ
れ
ま
で
考
察
し

た
二
種
の
孤
虚
占
は
、
月
将
・
揺
光
の
位
置
か
ら
左
隣
の
二
方
位
を
「
孤
」
と
規
定
す

る
が
、
そ
れ
に
ど
の
よ
う
な
意
味
が
あ
る
の
か
は
不
明
で
あ
る
。

推
旬
孤
虚
法

冒
頭
の
「
登
明
を
以
て
六
甲
の
辰
に
加
う
れ
ば
、
亦
た
天
魁
・
従
魁

孤
と
為
り
、
太

衝
・
天
罡

虚
と
為
る

」
つ
い
て
、
こ
れ
は
「
推
孤
虚
法
」
の
冒
頭
に
存
在
す
る
孤
虚

。

占
と
同
様
の
理
屈
で
あ
る
。
つ
ま
り

「
登
明
を
六
つ
の
旬
の
日
付
に
加
え
た
場
合
、
登

、

明
（
亥
・
北
西
）
を
基
準
に
、
天
魁
（
戌
・
西
北

・
従
魁
（
酉
・
西
）
が
孤
と
な
り
、

）

太
衝
（
卯
・
東

・
天
罡
（
辰
・
東
南
）
が
虚
と
な
る
」
と
解
釈
で
き
る
。
た
だ
し
、
こ

）

の
記
述
だ
け
で
は
ど
の
旬
の
場
合
の
話
な
の
か
判
然
と
せ
ず
、
占
法
の
全
容
を
推
定
す

る
の
が
難
し
い
。

一
方
、
後
文
の
「
甲
子
の
旬

戌
亥
従
り
辰
巳
を
撃
ち
」
か
ら
は
じ
ま
る
占
術
は
、
先

に
取
り
上
げ
た
『
六
甲
孤
虚
法
』
の
も
の
と
一
致
し
て
い
る
。
ま
た
、
内
容
的
に
冒
頭

の
占
術
と
は
別
物
だ
と
推
測
さ
れ
る
。

推
日
孤
虚
法
・
推
時
孤
虚
法

「
推
日
孤
虚
法
」
の
「
登
明
を
以
て
日
辰
に
加
う
る
を
常
と
す
れ
ば
、
従
魁
・
天
魁

孤
と
為
り
、
太
衝
・
天
罡

虚
と
為
る

」
に
つ
い
て

「
登
明
を
以
て
日
辰
に
加
う
る
」

。

、

の
解
釈
が
難
し
い
が
、
占
う
日
の
地
支
が
亥
の
場
合
、
同
じ
く
亥
に
配
当
さ
れ
る
登
明

を
基
準
と
し
て
孤
・
虚
を
定
め
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

仮
に
こ
の
よ
う
な
占
法
の
場
合
、
子
や
丑
の
日
に
つ
い
て
は
、
神
后
（
子
）
や
大
吉

（
丑
）
の
方
角
を
基
準
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
左
隣
の
二
方
位
が
孤
と
な
り
、
そ
の
対
の

方
位
が
虚
と
な
る

。

（
注

）
12

一
方
「
推
時
孤
虚
法
」
は
単
純
で
あ
る

「
今
時
の
後
の
二
辰

孤
と
為
り
、
従
り
て

。

撃
て
ば
必
ず
勝
つ

」
に
つ
い
て
、
例
え
ば
占
う
時
間
が
子
の
刻
（
二
十
三
～
一
時
）
の

。
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場
合
、
丑
（
北
東
・
一
時
～
三
時
）
と
寅
（
東
北
・
三
時
～
五
時
）
の
方
角
が
孤
と
な

り
、
そ
れ
ぞ
れ
反
対
の
申
（
西
南
）
と
未
（
南
西
）
が
虚
と
な
る
。
そ
し
て
、
孤
の
方

角
を
背
に
し
て
虚
の
方
角
を
攻
撃
す
れ
ば
勝
利
で
き
る
と
述
べ
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ

れ
ま
で
取
り
上
げ
た
孤
虚
占
は
、
基
準
と
な
る
方
位
か
ら
左
隣
の
二
方
位
が
孤
と
な
っ

て
い
る
が

「
推
時
孤
虚
法
」
は
右
隣
の
二
方
位
が
孤
と
な
っ
て
い
る
。

、

こ
れ
は

「
基
準
と
な
る
方
位
・
時
間
か
ら
進
ん
で
二
つ
の
方
位
を
孤
と
す
る
」
と
い

、

う
法
則
に
沿
っ
て
い
る
。
換
言
す
れ
ば
、
十
二
月
将
や
北
斗
七
星
を
基
準
と
す
る
孤
虚

占
は
、
左
回
り
に
時
が
進
ん
で
い
く
が

「
推
時
孤
虚
法
」
の
孤
虚
占
は
、
基
準
と
な
る

、

時
間
か
ら
右
回
り
に
時
が
進
ん
で
い
く
た
め
、
孤
の
位
置
が
異
な
る
。

以
上
、
敦
煌
文
献P

.
2
6
1
0

に
見
え
る
孤
虚
占
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
第
一
章
で
挙
げ

た
孤
虚
占
と
比
べ
、P

.
2
6
1
0

や
『
太
白
陰
経
』
は
、
旬
・
日
・
時
の
孤
虚
占
だ
け
で
な

、

、

（

）

く

歳
・
月
単
位
の
孤
虚
が
存
在
し
て
い
る
点
と

十
二
月
将

や
太
歳
・
北
斗
七
星

と
い
っ
た
要
素
が
存
在
し
て
い
る
点
で
特
徴
的
で
あ
る
。

三

『
戎
事
類
占
』
の
孤
虚
占

、

『

』

。

次
に

元
・
李
克
家

戎
事
類
占

に
見
え
る
孤
虚
占
の
記
述
を
確
認
し
た
い
（

）

注
13

本
文
献
は
、
成
立
に
関
す
る
情
報
が
少
な
く
、
ま
た
明
末
以
降
に
し
か
知
り
得
な
い
内

容
が
一
部
存
在
す
る

も
の
の
、
他
の
文
献
に
は
な
い
記
述
が
確
認
で
き
る
た
め

（
注

）
14

取
り
上
げ
る
。

太
白
經
年
、
孤
虛
太
歲
後
二
辰
爲
孤
、
二
辰
所
衝
爲
虛
。
假
如
太
歲
在
子
、
戌
・

亥
爲
孤
辰
・
已
爲
虛
。
太
歲
在
丑
、
亥
・
子
爲
狐
巳
・
午
爲
虛
。
此
月

孤

（
注

）
15

虛
以
登
明
加
月
建
上
、
河
魁
・
從
魁
下
爲
孤
、
天
罡
・
太
沖
下
爲
虛
。

太
白

年
を
経
る
に
、
孤
虚

太
歳
の
後
の
二
辰

孤
と
為
り
、
二
辰
衝
く
所

虚
と

為
す
。
仮
如
し
太
歳

子
に
在
ら
ば
、
戌
・
亥

孤
と
為
り
辰
・
已

虚
と
為
る
。
太

歳

丑
に
在
ら
ば
、
亥
・
子

狐
と
為
り
巳
・
午

虚
と
為
る
。
此
月
の
孤
虚

登
明

を
以
て
月
建
上
に
加
う
れ
ば
、
河
魁
・
従
魁
の
下

孤
と
為
り
、
天
罡
・
太
沖
の
下

虚
と
為
る
。

右
に
挙
げ
た
箇
所
に
つ
い
て
、
ま
ず
太
歳
だ
け
で
な
く
太
白
が
登
場
し
て
い
る
点
で

注
目
さ
れ
る
。
こ
こ
で
の
太
白
も
単
な
る
惑
星
で
は
な
く
、
方
位
神
と
し
て
捉
え
ら
れ

て
い
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る

。

（
注

）
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占
法
に
つ
い
て
、
後
半
の
月
単
位
の
孤
虚
占
は
、
敦
煌
文
献
や
『
太
白
陰
経
』
と
ほ

ぼ
同
一
で
あ
る
。
前
半
部
分
で
は
、
こ
れ
ま
で
に
確
認
で
き
な
か
っ
た
完
全
な
歳
単
位

の
占
術
が
見
え
る
。
つ
ま
り
、
太
歳
が
子
の
方
位
に
い
る
年
に
は
、
そ
の
左
隣
の
戌
・

亥
の
方
位
が
孤
と
な
り
、
そ
の
対
で
あ
る
辰
・
巳
の
方
位
が
虚
と
な
る
。
ま
た
、
太
歳

が
丑

寅

卯
と
移
動
し
て
い
く
に
つ
れ
て
、
孤
・
虚
の
方
位
も
規
則
的
に
変
化
し
て

→

→

い
く
。

こ
の
他

『
戎
事
類
占
』
に
はP

.
2
6
1
0

の
「
推
日
孤
虚
法

「
推
時
孤
虚
法
」
と
ほ
ぼ

、

」

同
一
の
記
述
が
見
ら
れ
る
一
方

、
孤
虚
占
と
太
乙
占
の
関
わ
り
が
確
認
で
き
る

（
注

）
17

記
述
が
存
在
す
る
。

太
乙
占
（
太
一
占
や
太
乙
式
と
も
）
は
、
太
乙
の
運
行
に
よ
っ
て
吉
凶
を
占
う
術
で

あ
り
、
孤
虚
占
と
同
じ
く
方
位
占
の
要
素
を
多
分
に
持
つ
。

『
太
乙
書

、
文
昌
在
内
爲
虛
、
可
以
攻
外
、
文
昌
在
外
爲
孤
、
可
以
攻
內
。
陰
德

』

大
義
陽
德
地
主

。
和
德
・
呂
申
・
高
叢
・
太
陽
爲
內
、
自
乾
至
辰
是
也
。

（
注

）
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大
辰
・
大
神
・
大
威
・
天
道
・
大
武
・
武
德
・
太
簇
・
陰
主
爲
外
、
自
巽
至
戌
是

也
。

『
太
乙
書

、
文
昌

内
に
在
り
て
虚
と
為
し
、
以
て
外
を
攻
む
べ
く
し
て
、
文
昌

』
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外
に
在
り
て
孤
と
為
し
、
以
て
内
を
攻
む
べ
し
。
陰
徳
は
大
義
に
し
て
陽
徳
は
地

主
な
り
。
和
徳
・
呂
申
・
高
叢
・
太
陽

内
と
為
せ
ば
、
乾
よ
り
辰
に
至
る
は
是
な

り
。
大
辰
・
大
神
・
大
威
・
天
道
・
大
武
・
武
徳
・
太
簇
・
陰
主

外
と
為
せ
ば
、

巽
よ
り
戌
に
至
る
は
是
な
り
。

文
昌
は
、
元
々
星
の
一
種
で
あ
っ
た
が
、
後
に
神
格
化
さ
れ
、
特
に
太
乙
占
に
お
い

て
は
方
位
神
と
し
て
登
場
す
る
。
例
え
ば

『
武
経
総
要
』
後
集
・
巻
二
十
に
収
録
さ
れ

、

て
い
る
「
太
乙
定
主
客
勝
負
陰
局
立
成
」
で
は
、
太
乙
が
動
か
ず
、
代
わ
り
に
文
昌
や

他
の
方
位
神
が
移
動
す
る
こ
と
に
よ
り
占
う
ケ
ー
ス
が
確
認
さ
れ
る
。

次
に
、
和
徳
・
呂
申
・
高
叢
（
藂

・
太
陽
、
大
義
・
地
主
、
大
辰
（
昊

・
大
神
・

）

）

大
威
・
天
道
・
大
武
・
武
（
陰
）
德
・
太
簇
（
族

・
陰
主
に
つ
い
て

『
五
行
大
義
』

）

、

巻
五
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
ら
は
「
太
一
十
六
神
」
の
う
ち
の
十
四
神
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ

性
質
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
た

『
太
白
陰
経
』
巻
六
の
「
太
白
営
図
篇
第
六
十
五
」

、

で
は
、
十
六
神
の
う
ち
八
神
に
八
卦
の
性
質
が
付
加
さ
れ
て
い
る
。
以
上
の
情
報
を
ま

と
め
る
と
以
下
の
通
り
と
な
る
。

和
徳
＝
東
北
の
す
み
・
艮
／
呂
申
＝
寅
・
東
北
／
高
叢
＝
卯
・
東
・
震
／
太
陽
＝

辰
・
東
南
／
地
主
＝
子
・
北
・
坎
／
大
義
＝
亥
・
北
西
／
大
辰
＝
東
南
の
す
み
・

巽
／
大
神
＝
巳
・
南
東
／
大
威
＝
午
・
南
・
離
／
天
道
＝
未
・
南
西
／
大
武
＝
西

南
・
坤
／
武
徳
＝
西
南
・
乾
／
太
簇
＝
酉
・
西
・
兌
／
陰
主
＝
戌
・
西
北

（
こ
の
他
、
陽
徳
＝
丑
・
北
東
／
大
義
＝
亥
・
北
西
で
十
六
神
と
な
っ
て
い
る
）

こ
の
情
報
を
元
に

『
太
乙
書
』
を
考
察
す
る
と

「
乾
よ
り
辰
に
至
る
は
是
な
り
」

、

、

は
乾
＝
武
徳
・
西
南
か
ら
辰
＝
太
陽
・
東
南
へ
攻
撃
す
る
こ
と
が

「
巽
よ
り
戌
に
至
る

、

は
是
な
り
」
は
巽
＝
大
辰
・
東
南
の
す
み
か
ら
戌
＝
陰
主
・
西
北
へ
攻
撃
す
る
こ
と
が

そ
れ
ぞ
れ
推
奨
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
部
分
は
、
直
接
的
に
孤
虚
と
い
う

語
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
も
の
の

「
対
角
線
上
の
方
角
を
攻
撃
す
る
」
と
い
う
点
で
は

、

孤
虚
の
理
論
と
一
致
す
る
。

四

孤
虚
占
と
式
占

以
上
、P

.
2
6
1
0

や
『
戎
事
類
占
』
を
中
心
と
し
て
、
諸
文
献
に
見
え
る
孤
虚
占
の
記

述
を
確
認
し
た
。
こ
こ
でP

.
2
6
1
0

や
『
太
白
陰
経

『
戎
事
類
占
』
の
記
述
に
つ
い
て
、

』

特
に
注
目
し
た
い
点
が
二
つ
存
在
す
る
。
第
一
に
、
孤
虚
占
と
方
位
神
（
太
歳
・
十
二

月
将
・
十
六
神
）
を
関
連
付
け
て
い
る
点
で
あ
る
。
第
二
に
、
旬
だ
け
で
な
く
、
年
や

月
・
日
・
時
間
の
孤
虚
が
存
在
す
る
点
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
特
徴
を
持
つ
孤
虚
占
は
、
元
々
旬
の
孤
虚
占
が
存
在
し
て
お
り
、
そ
れ

を
参
照
し
た
上
で
、
漢
代
（
も
し
く
は
そ
れ
よ
り
以
前
）
か
ら
方
位
占
で
用
い
ら
れ
て

い
た
太
歳
・
月
将
・
揺
光
の
よ
う
な
要
素
を
加
え
つ
つ
、
新
し
い
孤
虚
占
の
形
と
し
て

作
成
さ
れ
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。

根
拠
と
し
て
は
、
隋
ま
で
の
比
較
的
古
い
孤
虚
占
は
全
て
旬
単
位
で
あ
り
、
太
歳
・

月
将
・
北
斗
七
星
が
関
わ
っ
て
い
な
い
点
が
挙
げ
ら
れ
る

例
え
ば

秦
漢
時
代
の

日

。

、

『

書
』
三
種
や
南
朝
宋
の
『
六
甲
孤
虚
法

、
隋
の
『
五
行
大
義
』
で
そ
の
よ
う
な
傾
向
が

』

見
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
隋
以
降
（
唐
）
の
李
賢
注
で
「
孤
虚
と
は
、
孤

六
甲
の
孤
な
る

辰
を
謂
い

」
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
こ
と
は
、
当
時
、
孤
虚
占
と
い
え
ば
旬
を
基

…

、

。

準
と
し
た
も
の
で
あ
り

孤
虚
占
の
古
い
形
が
旬
単
位
で
あ
っ
た
可
能
性
を
示
唆
す
る

で
は

こ
の
変
化
は
な
ぜ
生
じ
た
の
だ
ろ
う
か

孤
虚
占
と
三
種
の
式
占

六
壬
占
・

、

。

（

遁
甲
占
・
太
乙
占
）
と
の
関
わ
り
か
ら
考
察
し
た
い
。

ま
ず
、
三
種
の
式
占
に
関
し
て
、
厳
敦
傑
氏
や
山
田
慶
児
氏
・
猪
野
毅
氏
ら
の
研
究

を
参
照
し
つ
つ
、
基
礎
情
報
や
孤
虚
占
と
の
関
わ
り
を
整
理
す
る

。

（
注

）
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六
壬
占
と
孤
虚
占

六
壬
占
は
、
式
盤
（
局
と
も
。
四
角
い
地
盤
の
上
に
、
回
転
す
る
円
い
天
盤
を
取
り

付
け
た
も
の
）
を
用
い
て
占
う
こ
と
か
ら

「
六
壬
式
」
と
も
呼
ば
れ
る
。
ま
た
、
黄
帝

、

が
蚩
尤
と
戦
う
際
、
九
天
玄
女
が
授
け
た
と
い
う
伝
説
か
ら

「
玄
女
式
」
と
呼
ば
れ
る

、

こ
と
も
あ
る
。
そ
の
歴
史
は
古
く
、
前
漢
汝
陰
侯
墓
よ
り
六
壬
盤
が
発
見
さ
れ
て
い
る

こ
と
か
ら
、
少
な
く
と
も
前
漢
初
期
の
時
点
で
成
立
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

「
六
壬
」
は
、
六
十
干
支
の
中
の
「
壬
申

「
壬
午

「
壬
辰

「
壬
寅

「
壬
子

「
壬

」

」

」

」

」

」

。『

』

『

』

、「

」

戌

に
由
来
す
る

四
庫
全
書
総
目
提
要

の

六
壬
大
全

の
説
明
に
よ
れ
ば

壬

は
「
水
」
と
「
陽
」
の
性
質
を
持
ち
、
五
行
の
は
じ
ま
り
が
「
水
」
で
あ
り

「
陰
」
は

、

「
陽
」
か
ら
生
ま
れ
る
。
こ
こ
か
ら
「
壬
」
を
特
別
視
す
る
よ
う
に
な
り
、
六
壬
占
が

生
ま
れ
た
。

『

』

、

「

」「

」「

」「

」「

」

唐
六
典

に
よ
れ
ば

占
う
内
容
は

嫁
娶

生
産

暦
注

屋
宅

禄
名

「
拝
官

「
祀
祭

「
発
病

「
髕
葬
」
の
九
種
で
あ
る
。
た
だ
し
、
明
の
『
六
壬
兵
占
』

」

」

」

の
よ
う
に
、
軍
事
に
特
化
し
た
も
の
も
存
在
す
る
。

占
法
に
つ
い
て
は
、
占
う
年
・
月
・
日
・
時
の
干
支
か
ら
「
四
課
三
伝

を
算

」（
注

）
20

出
し
、
各
干
支
の
持
つ
陰
陽
・
五
行
の
性
質
に
よ
っ
て
占
う
。
ま
た
占
う
際
の
方
角
も

密
接
に
関
係
し
て
い
る
。

孤
虚
占
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
注
目
し
た
い
の
が
、
十
二
月
将

・
太
歳
・
北

（
注

）
21

斗
七
星
で
あ
る
。
既
に
確
認
し
た
通
り
、
こ
れ
ら
はP

.
2
6
1
0

の
孤
虚
占
に
登
場
す
る
だ

け
で
な
く
、
六
壬
占
に
も
し
ば
し
ば
登
場
す
る
概
念
で
あ
る
。

例
え
ば
、
王
莽
時
代
の
武
威
県
磨
咀
子
六
十
二
号
墓
の
六
壬
盤
に
は
、
北
斗
七
星
と

ま

し

よ

し

、

。

十
二
月
将
の
名
が
記
さ
れ
て
お
り

占
う
際
に
必
要
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
（

）

注
22

ま
た

『
太
白
陰
経
』
巻
十
や
、
北
宋
の
『
景
祐
六
壬
神
定
経
』
な
ど
の
六
壬
占
で
は
、

、

、「

、

。

北
斗
七
星
と
縁
の
深
い
月
建
や
十
二
月
将
は
も
ち
ろ
ん

天
罡
加
太
歲

是
陽
覆
陰
也

（

、

。
）
」（『

』）

「
『

』

天
罡

太
歳
を
加
う

是
れ
陽

陰
を
覆
う
な
り

太
白
陰
経

や

靈
轄
經

曰
、
用
次
客
法
。
第
一
客
月
將
加
正
時
、
第
二
客
用
月
建
加
太
歲

（

霊

轄

経
』
曰

。
『

れ

い

か

つ

け

い

く
、
次
客
を
用
う
る
の
法
。
第
一
客

月
将

正
時
に
加
う
る
に
、
第
二
客

月
建
を
用
い

太
歳
に
加
う

（

景
祐
六
壬
神
定
経

）
の
よ
う
に
、
太
歳
も
関
係
し
て
い
る
。

。
）
」
『

』

遁
甲
占
と
孤
虚
占

遁
甲
占
は
、
三
つ
の
式
盤
（
天
盤
・
地
盤
・
人
盤
）
を
使
用
す
る
こ
と
か
ら

「
遁
甲

、

式
」
と
も
呼
ば
れ
る
。
伝
承
に
よ
れ
ば
、
黄
帝
が
蚩
尤
と
戦
っ
た
際
、
天
帝
よ
り
授
か

っ
た
と
さ
れ
る
。
実
際
、
軍
事
に
特
化
し
た
占
術
が
あ
る
一
方
、
軍
事
以
外
に
つ
い
て

広
く
占
う
も
の
も
存
在
す
る
。
ま
た
、
方
位
占
の
要
素
を
持
ち
、
そ
の
時
々
の
吉
凶
の

方
位
を
占
う
こ
と
が
あ
る
。

「
遁
甲
」
は

「
六
甲
（
甲
子
・
甲
戌
・
甲
申
・
甲
午
・
甲
辰
）
を
遁
す
」
を
意
味

、

か

く

す
る
。
占
う
際

「
甲
」
は
現
れ
ず
、
隠
れ
て
他
の
天
干
を
支
配
し
て
い
る
と
解
釈
さ
れ

、

て
い
る

。

（
注

）
23

遁
甲
の
名
称
自
体
は
、
梁
の
簡
文
帝
「
従
軍
行
」
に
「
三
門
、
應
遁
甲

（
三
門
、
遁

。

甲
に
応
ず

」
と
あ
る
の
が
初
出
で
あ
り
、
少
な
く
と
も
南
北
朝
時
代
に
は
存
在
し
て

。
）

い
た
こ
と
が
分
か
る

。

（
注

）
24

占
法
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
占
う
際
の
二
十
四
節
気
を
も
と
に
「
六
儀
三
奇

を

」（
注

）
25

決
定
し

九
宮

空
間
を
九
分
割
し
た
も
の

に
そ
れ
ぞ
れ
配
当
す
る

そ
の
後

日
・

、

（

）

。

、

時
間
の
干
支
を
も
と
に
紫
白
（
白
・
黒
・
碧
・
緑
・
黄
・
白
・
赤
・
白
・
紫

・
八
門

）

（
休
・
生
・
傷
・
杜
・
景
・
死
・
驚
・
開

・
九
星
（
天
蓬
・
天
芮
・
天
冲
・
天
輔
・
天

）

禽
・
天
心
・
天
柱
・
天
任
・
天
英

・
九
神
（
値
（
天
）
符
・
騰
蛇
・
太
陰
・
六
合
・
勾

）

陳
・
太
常
・
朱
雀
・
九
地
・
九
天
）
も
九
宮
に
配
当
し
、
そ
の
上
で
計
算
し
て
占
う
。

こ
れ
ら
の
他
、
八
卦
や
五
行
も
関
係
し
て
い
る
。

孤
虚
占
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
注
目
し
た
い
の
が

『
太
白
陰
経
』
巻
九
の
遁
甲
占
の

、

中
に
孤
虚
占
が
収
録
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
ま
た
、
南
宋
の
『
奇
門
遁
甲
元
機

、
明

』
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の
『
遁
甲
演
義

『
奇
門
遁
甲
秘
笈
大
全
』
で
も
同
様
で
あ
る
。

』

さ
ら
に

『
隋
書
』
経
籍
志
に
「
兵
法
遁
甲
孤
虚
斗
中
域
法

九
巻

「
遁
甲
孤
虚
記

、

」

一
巻

伍
子
胥
撰

「
遁
甲
孤
虚
注

一
巻
」
と
あ
り
、
ま
た
『
後
漢
書
』
趙
彦
伝
で

」

は
孤
虚
と
遁
甲
を
用
い
て
賊
を
破
っ
て
い
る
よ
う
に
、
し
ば
し
ば
孤
虛
と
遁
甲
が
並
列

さ
れ
て
い
る
。
以
上
に
よ
り
、
遁
甲
占
と
孤
虚
占
も
密
接
な
関
わ
り
を
有
し
て
い
た
こ

と
が
分
か
る
。

太
乙
占
と
孤
虚
占

太
乙
占
は
、
六
壬
占
や
遁
甲
占
と
同
じ
く
、
黄
帝
が
蚩
尤
と
戦
っ
た
際
に
生
ま
れ
た

と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

（

）

、『

』

「

」

太
一

乙

自
体
の
信
仰
自
体
は
非
常
に
古
く

史
記

日
者
列
伝
で
は

太
一
家

と
い
う
存
在
が
確
認
で
き
、
馬
王
堆
帛
書
『
太
一
祝
図
』
で
も
太
一
が
関
係
す
る
占
術

が
存
在
す
る
。
太
乙
占
と
し
て
は
、
前
漢
時
代
の
安
徽
阜
陽
汝
陰
侯
墓
よ
り
出
土
し
た

太
乙
九
宮
占
盤
や
、
伝
世
文
献
だ
と
唐
の
『
太
乙
金
鏡
式
経
』
が
最
も
古
い
。

占
法
に
つ
い
て
は
、
占
う
年
・
日
・
時
間
の
干
支
や
十
六
神
を
用
い
、
九
宮
内
を
遊

行
す
る
太
乙
や
五
将
（
計
神
・
天
目
文
昌
将
・
地
目
・
始
撃
将
・
主
大
将
・
客
大
将
）

の
位
置
を
算
出
し
、
そ
の
関
係
か
ら
物
事
の
吉
凶
を
占
う
。

、

『

』（
『

』

）

、

孤
虚
占
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
は

前
掲

太
乙
書

戎
事
類
占

に
引
く

に

太
乙
占
と
孤
虚
占
を
合
わ
せ
た
占
術
が
確
認
で
き
る
。

以
上
、
三
種
の
式
占
に
つ
い
て
確
認
し
た
。
孤
虚
占
と
三
種
の
式
占
は
、
い
ず
れ
も

干
支
を
用
い
る
点
、
択
日
占
を
含
め
た
時
間
の
要
素
を
持
つ
点
、
方
位
が
関
係
す
る
点

な
ど
、
多
く
の
共
通
点
を
有
し
て
い
た
。
ま
た
、
孤
虚
占
と
各
占
術
の
密
接
な
関
わ
り

が
確
認
で
き
た
。

五

占
術
に
お
け
る
孤
虚
占
の
位
置

次
に
、
諸
文
献
の
記
述
や
図
書
目
録
か
ら
、
占
術
と
し
て
の
孤
虚
占
の
位
置
を
明
ら

か
に
し
た
上
で
、
孤
虚
占
の
変
化
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。

歴
代
図
書
目
録
に
お
け
る
孤
虚
と
三
式
を
冠
す
る
文
献
を
集
計
す
る
と

（
表
二
）
の

、

通
り
と
な
る

『
太
白
陰
経
』
や
『
武
経
総
要
』
な
ど
、
名
称
が
含
ま
れ
ず
と
も
各
占
術

。

を
述
べ
て
い
る
文
献
は
存
在
し
、
ま
た
各
占
術
の
名
称
を
冠
し
て
い
て
も
、
実
態
が
異

な
る
可
能
性
も
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
編
集
事
情
も
異
な
る
。
従
っ
て
（
表
二
）
は
あ
く

ま
で
目
安
だ
が
、
読
み
取
れ
る
こ
と
が
い
く
つ
か
存
在
す
る
。

（
表
二
）
図
書
目
録
に
お
け
る
孤
虚
・
遁
甲
・
太
乙
・
六
壬
を
冠
す
る
文
献
の
数

漢
・
芸

隋
・
経

旧
・
経

新
・
芸

通
・
芸

宋
・
芸

兵

天

五

雑

計

兵

五

医

計

兵

五

医

計

兵

五

医

計

兵

五

芸

計

兵

五

医

計

孤
虚

0

0

1

0

1

4

4

0

8

0

0

0

0

2

0

0

2

8

2

0

10

3

0

0

3

遁
甲

0

0

0

0

0

0

55

0

55

0

9

0

9

0

24

0

24

1

71

0

72

2

26

0

28

六
壬

0

0

0

0

0

0

2

0

2

0

1

0

1

0

6

0

6

0

82

0

82

1

31

0

32

太
乙

1

2

2

1

6

3

11

1

15

1

4

1

6

2

14

0

16

9

48

1

57

4

39

0

43

※
「
太
乙
」
は
「
太
一
（
壹

「
泰
一
（
壹

」
も
含
む
。

）
」

）

※
『
遁
甲
孤
虚
記
』
の
よ
う
な
文
献
に
つ
い
て
は
、
ど
ち
ら
で
も
計
上
し
た
。

※
『
通
志
』
に
つ
い
て
は

「
五
行
一
」
に
「
遁
甲
」
が

「
五
行
二
」
に
「
太
一

「
六
壬
」
と
い
う
項
目
が
そ
れ

、

、

」

ぞ
れ
存
在
し
て
い
る
た
め
、
そ
の
項
目
に
含
ま
れ
て
い
る
文
献
は
、
各
名
称
を
冠
し
て
お
ら
ず
と
も
計
上
し
た
。

（
例
：
遁
甲

『
天
元
陰
陽
局

）

→

』
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ま
ず

『
漢
書
』
芸
文
志
の
時
点
で
は

「
五
行
」
の
中
に
孤
虚
を
冠
す
る
文
献
が
一

、

、

種
確
認
で
き
る

『
漢
書
』
芸
文
志
の
術
数
略
は

「
天
文

「
暦
譜

「
五
行

「
蓍
亀
」

。

、

」

」

」

「
雑
占

「
形
法
」
に
細
分
さ
れ
て
い
る
が
、
孤
虚
は
「
雑
占
」
で
は
な
く
「
五
行
」
に

」

分
類
さ
れ
て
い
る
点
に
注
目
し
た
い
。
こ
れ
は
少
な
く
と
も
、
当
時
の
孤
虚
の
占
書
が

「

」

「

」

、

雑
占

の
よ
う
な

そ
の
他
様
々
な
占
術
の
文
献

と
い
う
区
分
を
さ
れ
て
お
ら
ず

孤
虚
占
が
一
定
の
位
置
を
築
い
て
い
た
こ
と
を
示
唆
す
る
。

次
に

『
隋
書
』
経
籍
志
を
編
纂
し
た
初
唐
の
時
点
で
は
、
孤
虚
を
冠
す
る
文
献
が
八

、

種
確
認
で
き
、
そ
れ
な
り
に
流
行
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
一
方
、
遁
甲
占
に
ま
つ

わ
る
文
献
が
五
十
五
種
類
と
非
常
に
多
く
収
録
さ
れ
て
い
る
点
に
も
注
目
さ
れ
る
。
さ

ら
に

『
旧
唐
書

『
新
唐
書

『
通
志

『
宋
史
』
の
目
録
を
確
認
す
る
と
、
程
度
の
差

、

』

』

』

は
あ
れ
ど
、
孤
虚
の
名
を
持
つ
文
献
が
、
遁
甲
・
太
乙
・
六
壬
の
名
を
持
つ
文
献
を
数

で
上
回
る
こ
と
は
な
い
。

次
に
、
諸
書
の
記
述
を
改
め
て
確
認
す
る
。
第
一
章
で
確
認
し
た
通
り
、
戦
国
時
代

の
『
尉
繚
子
』
で
は
列
挙
さ
れ
る
占
術
の
中
に
孤
虚
占
が
含
ま
れ
て
お
り
、
南
朝
宋
の

『
後
漢
書
』
で
も
諸
占
術
の
一
つ
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

、

『

』

、

「

、

さ
ら
に

初
唐

南
史

陳
武
帝
紀
の
中
の
記
載
に
は

陳
の
高
祖
が

渉
獵
文
籍

好
讀
兵
書
、
明
緯
候
・
孤
虛
・
遁
甲
之
術

（
文
籍
を
渉
獵
し
、
好
み
て
兵
書
を
読
み
、

。

緯
候
・
孤
虚
・
遁
甲
の
術
に
明
る
し

」
と
あ
り
、
呉
明
徹
伝
に
も
呉
明
徹
が
「
就
汝

。
）

南
周
弘
正
、
學
天
文
・
孤
虛
・
遁
甲
、
略
通
其
術

（
汝
南
の
周
弘
正
に
就
き
、
天
文
・

。

孤
虚
・
遁
甲
を
学
び
、
略
其
の
術
に
通
」
じ
た
こ
と
が
記
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
第
一
章

ほ

ぼ

で
述
べ
た
通
り
、
北
宋
『
新
唐
書
』
李
靖
伝
に
お
い
て
、
李
靖
が
得
意
と
す
る
術
の
一

つ
に
孤
虚
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
以
上
に
よ
り
、
孤
虚
占
は
、
戦
国
か
ら
唐
ご
ろ
ま
で

は
占
術
の
中
で
も
代
表
的
な
位
置
に
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
ま
た

『
南

、

史
』
で
孤
虚
と
遁
甲
が
並
ん
で
挙
げ
る
こ
と
か
ら
、
両
者
が
共
に
占
術
の
中
で
一
定
の

位
置
を
占
め
て
い
た
時
代
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
も
分
か
る
。

一
方
、
唐
以
降
、
占
術
を
並
べ
て
紹
介
す
る
際
、
孤
虚
は
登
場
す
る
こ
と
が
少
な
く

な
っ
て
い
く
。
例
え
ば
、
南
宋
の
晁
公
武
が
記
し
た
『
郡
斎
読
書
志
』
に
は
、

自
古
術
數
之
學
多
矣
。
言
五
行
則
本
『
洪
範

、
言
卜
筮
則
本
『
周
易

、
近
時
兩

』

』

者
之
學
殆
絕
、
而
最
盛
於
世
者
、
葬
書
・
相
術
・
五
星
・
祿
命
・
六
壬
・
遁
甲
・
星

禽
而
已
。

古
自
り
術
数
の
学
多
し
。
五
行
を
言
う
は
則
ち
『
洪
範
』
に
基
づ
き
、
卜
筮
を
言
う

に
則
ち
『
周
易
』
に
基
づ
く
も
、
近
時

両
者
の
学
殆
ど
絶
し
、
最
も
世
に
盛
ん
な

る
は
、
葬
書
・
相
術
・
五
星
・
禄
命
・
六
壬
・
遁
甲
・
星
禽
の
み
。

と
あ
る
。
当
時
「
最
も
世
に
盛
ん
」
な
占
術
と
し
て
、
六
壬
・
遁
甲
は
挙
が
っ
て
る
も

の
の
、
孤
虚
は
挙
が
っ
て
い
な
い
。
実
際

『
郡
斎
読
書
志
』
と
お
よ
そ
同
時
代
の
『
通

、

志
』
芸
文
略
を
見
る
と
、
孤
虚
の
名
を
持
つ
文
献
が
十
種
類
記
録
さ
れ
て
い
る
の
に
比

べ
、
六
壬
・
遁
甲
（
や
太
乙
）
に
分
類
さ
れ
る
文
献
は
多
い
。

ま
た
、
さ
ら
に
後
の
時
代
の
『
宋
史
』
方
伎
伝
で
は
、
馬
韶
や
韓
顕
符
・
克
明
が
三

式
を
学
ん
だ
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
一
方
、
孤
虛
が
挙
が
る
こ
と
は
な
い
。

以
上
に
よ
り
、
孤
虚
占
は
元
来
、
遁
甲
占
ら
と
並
ぶ
程
に
は
主
要
な
占
術
で
あ
っ
た

も
の
の
、
唐
か
ら
宋
に
か
け
て
徐
々
に
廃
れ
て
い
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

一
方
、
前
述
の
通
りP

.
2
6
1
0

や
『
太
白
陰
経
』
の
よ
う
な
唐
の
文
献
に
お
い
て
、
孤

虚
占
の
方
位
神
（
太
歳
・
十
二
月
将
・
十
六
神
）
を
関
連
付
け
る
動
き
や
、
年
や
月
・

日
・
時
間
の
孤
虚
占
が
確
認
で
き
る
。
こ
の
変
化
は
、
三
種
の
式
占
で
方
位
神
が
登
場

し
て
い
る
こ
と
や
、
孤
虚
の
論
が
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
孤
虚
占
が
唐
宋
を
境
に
廃

れ
て
い
る
こ
と
と
密
接
な
関
わ
り
を
持
つ
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。

つ
ま
り
、
孤
虚
占
の
方
位
神
を
関
連
付
け
る
動
き
や
、
旬
以
外
の
孤
虚
が
登
場
し
た

の
は

そ
の
時
期
の
一
致
や
内
容
の
類
似
性
か
ら
考
え
る
と

三
種
の
式
占
の
影
響

前

、

、

（
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者
は
特
に
六
壬
占
）
を
受
け
た
部
分
が
大
き
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か

。

（
注

）
26

し
か
し
結
局
、
主
要
な
占
術
は
三
種
の
式
占
に
譲
る
こ
と
と
な
り
、
孤
虚
占
は
時
に

そ
れ
ら
の
中
に
取
り
込
ま
れ
る
形
で
伝
え
ら
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

例
え
ば
、
先
に
確
認
し
た
通
り

『
太
白
陰
経
』
巻
九
の
遁
甲
占
の
部
分
に
は
、
孤
虚

、

占
が
含
ま
れ
て
い
る

さ
ら
に

通
志

芸
文
略
・
五
行
類
・
遯

遁

甲
で
は

応

。

、『

』

（

）

、『

』

『

』

。

、

経
孤
虚
注

一
巻
・

斗
中
孤
虚
図

一
巻
が
収
録
さ
れ
て
い
る

ま
た
前
述
す
る
通
り

現
存
す
る
『
六
壬
大
全

『
奇
門
遁
甲
元
機

『
遁
甲
演
義
』
で
も
孤
虚
占
を
収
録
し
て

』

』

い
る
。

結

語

以
上
、
中
国
に
お
け
る
孤
虚
占
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
孤
虚
占
は
、
元
々
旬
を
基
準

と
し
て
、
旬
ご
と
の
孤
虚
を
八
方
位
か
ら
定
め
る
と
い
っ
た
占
術
で
あ
っ
た
。
し
か
し

後
世
、
占
う
時
間
の
単
位
が
増
え
て
い
き
、
ま
た
方
位
も
八
か
ら
十
二
へ
変
化
し
、
太

歳
・
十
二
月
将
・
北
斗
七
星
・
十
六
神
と
い
っ
た
要
素
を
付
加
し
て
い
き
な
が
ら
発
展

し
た
。

そ
し
て
こ
の
動
き
は
、
孤
虚
占
と
類
似
点
の
多
い
三
種
の
式
占
が
徐
々
に
支
持
さ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
と
密
接
な
関
わ
り
を
持
っ
て
い
た
。
孤
虚
占
は
、
戦
国
時
代
か

ら
唐
宋
に
か
け
て
、
主
要
な
占
術
の
一
つ
で
あ
っ
た
が
、
唐
宋
に
か
け
て
廃
れ
て
い
っ

た
。
一
方
、
そ
れ
と
変
わ
る
よ
う
に
、
式
占
が
徐
々
に
占
術
と
し
て
の
地
位
を
確
立
し

て
い
っ
た
。

そ
の
よ
う
な
中
、
孤
虚
占
は
式
占
を
構
成
す
る
要
素
（
太
歳
・
十
二
月
将
・
北
斗
七

星
・
十
六
神
）
を
組
み
込
み
発
展
し
て
い
っ
た
。
し
か
し
結
局
、
孤
虚
占
は
か
つ
て
の

主
要
な
位
置
を
取
り
戻
す
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
恐
ら
く
、
式
占
に
対
抗
す

る
た
め
に
変
化
し
た
も
の
の
、
式
占
と
比
べ
数
理
性
や
体
系
性
と
い
う
点
で
秀
で
る
こ

と
が
で
き
な
か
っ
た
か
ら
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
孤
虚
の
考
え
方
自
体
は
、
諸

占
術
に
お
け
る
空
亡
・
天
中
殺
と
い
う
概
念
と
し
て
現
在
で
も
使
用
さ
れ
て
い
る
。

三
種
の
式
占
に
つ
い
て
は
、
依
然
と
し
て
不
明
な
点
が
多
く
、
占
法
や
そ
の
変
遷
、

日
本
へ
の
影
響
な
ど
、
改
め
て
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
稿
を

改
め
て
考
察
し
た
い
。

注

（

『
尉
繚
子
』
の
成
立
年
代
や
思
想
的
特
徴
に
つ
い
て
は
、
湯
浅
邦
弘
『
中
国
古
代
軍
事
思
想
史

）
1

の
研
究

（
研
文
出
版
、
一
九
九
九
年
）
で
詳
し
く
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

』

な
お

清
華
簡

筮
法

に
は

六
虚

と
い
う
語
が
存
在
し
て
お
り

子
居

清
華
簡

筮

（

）

、

『

』

、「

」

、

「

〈

2

法
〉
解
析
（
修
訂
稿
上

（

周
易
研
究
』
二
〇
一
四
年
第
六
期
）
で
は
、
こ
れ
を
孤
虚
占

）
》
」
『

と
関
連
づ
け
て
解
釈
し
て
い
る
。
一
方

『
清
華
大
学
藏
戦
國
竹
簡
（
肆

（
中
西
書
局
、
二

、

）
』

〇
一
三
年
）
で
は
、
は
「
六
虚
」
の
「
虚
」
は
爻
の
「
位
」
を
指
す
と
述
べ
、
ま
た
亜
当·

施
沃

慈(
A
d
a
m

S
C
H
W
A
R
T
Z
)

「
従
象
数
角
度
解
釈
《
筮
法

“
死
生
”
篇
的
一
些
内
容

（

出

》

」
『

』

、

）

「

」

。

土
文
献

第
十
二
冊

二
〇
一
八
年

は

六
虚

孤
虚
占
と
関
わ
り
が
な
い
と
し
て
い
る

小
論
で
は

『
筮
法
』
が
孤
虚
占
と
は
直
接
関
わ
り
が
な
い
と
い
う
立
場
を
取
る
。

、

（

）
干
支
の
起
源
は
非
常
に
古
く
、
既
に
殷
代
の
甲
骨
文
に
は
六
十
干
支
が
確
認
で
き
る
。
詳
細

3

に
つ
い
て
は
、
松
丸
道
雄
『
甲
骨
文
の
話

（
大
修
館
書
店
、
二
〇
一
七
年
）
を
参
照
。

』

（

）
な
お
、
後
述
す
る
竹
簡
の
孤
虚
は
、
い
ず
れ
も
八
方
位
（
東
・
西
・
南
・
北
・
東
北
・
東
南
・

4

西
南
・
西
北
）
で
占
っ
て
い
る
た
め

『
五
行
大
義
』
の
「
算
法
」
も
同
様
で
あ
る
可
能
性
が

、

考
え
ら
れ
る
。

（

）
孤
虚
と
軍
事
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て

『
呉
越
春
秋
』
句
践
十
一
年
で
は
、
呉
を
討
と
う
す
る

、

5

句
践
に
対
し
、
臣
下
の
計

句
践
に
対
し
、
臣
下
の
計

（
研
）
は
「
夫
興
師
舉
兵
、
必
且
內
蓄
五
穀
、
實
其
金
銀
、
滿
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、

。

、

、

、

、

、

其
府
庫

勵
其
甲
兵

凡
此
四
者

必
察
天
地
之
氣

原
於
陰
陽

明
於
孤
虛

審
於
存
亡

乃
可
量
敵

（
夫
れ
師
を
興
し
兵
を
挙
ぐ
る
に
、
必
ず
且
に
内
に
五
穀
を
蓄
え
、
其
の
金
銀
を

。

実
た
し
、
其
の
府
庫
を
満
た
し
、
其
の
甲
兵
を
励
ま
す
べ
し
。
凡
そ
此
れ
四
者
、
必
ず
天
地

の
気
を
察
し
、
陰
陽
を
原
ね
、
孤
虚
を
明
ら
か
に
し
、
存
亡
を
審
か
に
し
、
乃
ち
敵
を
量
る

べ
し

」
と
答
え
る
。
こ
の
例
は
、
軍
事
的
な
孤
虚
と
は
断
定
で
き
な
い
た
め
、
可
能
性
が

。
）

あ
る
も
の
と
し
て
提
示
す
る
に
留
め
て
お
く
。

（

）
甲
子
旬
、
辰
巳
虛
、
虛
在
東
南
、
戌
亥
孤
、
孤
在
西
北
。
甲
戌
旬
、
寅
卯
虛
、
虛
在
東
方
、

6

申
酉
孤
、
孤
在
西
方
。
甲
申
旬
、
子
丑
虛
、
虛
在
北
方
、
午
未
孤
、
孤
在
南
方
。
甲
午
旬
、

戌
亥
虛
、
虛
在
西
北
、
辰
巳
孤
、
孤
在
東
南
。
甲
辰
旬
、
甲
酉
虛
、
虛
在
西
方
、
寅
卯
孤
、

孤
在
東
方
。
甲
寅
旬
、
午
未
虛
、
虛
在
南
方

【
子
丑
孤
、
孤
在
北
方

（
湖
北
省
文
物
考
古

、

。
】

研
究
所
『
随
州
孔
家
坡
漢
墓
漢
牘

、
文
物
出
版
社
、
二
〇
〇
六
年
を
参
照

）

』

。

（

）
周
家
台
秦
簡
『
日
書
』
に
つ
い
て
は
、
陳
偉
主
編
『
周
家
台
秦
墓
簡
牘

嶽
山
秦
墓
木
牘

（
秦

』

7

簡
牘
合
集
３
、
武
漢
大
学
出
版
社
、
二
〇
一
四
年

、
放
馬
灘
秦
簡
『
日
書

（
乙
種
）
に
つ

）

』

い
て
は
孫
占
宇
著
『
天
水
放
馬
灘
秦
簡
集
釈

（
文
物
出
版
社
、
二
〇
一
三
年
）
を
そ
れ
ぞ
れ

』

参
照
。

（

）
王
晶
波
『
敦
煌
占
卜
文
献
与
社
会
生
活

（
甘
粛
教
育
出
版
社
、
二
〇
一
三
年
）
の
一
八
一
頁

』

8

～
を
参
照
。

（

）
鄭
文
寛
・
劉
楽
賢
「
敦
煌
天
文
気
象
占
写
概
述

（

鄭
文
寛
敦
煌
天
文
暦
法
考
索
』
所
収
、

」
『

9

上
海
古
籍
出
版
社
、
二
〇
一
〇
年
）
は
、P

.
3
2
8
8

が
安
史
の
乱
後
に
吐
蕃
が
西
秦
五
州
を
侵

略
す
る
前
に
書
か
れ
た
と
推
測
す
る
。
そ
し
て
、
具
体
的
な
編
纂
年
代
を
、
七
七
五
年
～
八

〇
〇
年
の
間
と
す
る
。
一
方
、
前
掲
『
敦
煌
占
卜
文
献
与
社
会
生
活
』
は
、
こ
の
意
見
に
賛

、

、

同
し
つ
つ

西
秦
五
州
が
完
全
に
吐
蕃
の
支
配
下
に
入
る
の
が
七
八
六
年
で
あ
る
こ
と
か
ら

P
.3
2
8
8

の
編
纂
下
限
を
七
八
六
年
と
す
る
。

（

）h
t
t
p
s
:
/
/
g
a
l
l
i
c
a
.
b
n
f
.
f
r
/
a
r
k
:
/
1
2
1
4
8
/
b
t
v
1
b
8
3
0
3
6
1
4
v
.
r
=
P
e
l
l
i
o
t
%
2
0
c
h
i
n
o
i
s
%
2
0
2

10

61
0
?
rk
=
21
4
5
9;
2

（

）
な
お

『
夢
渓
筆
談
』
に
は
、
昔
か
ら
述
べ
ら
れ
て
い
る
月
将
の
由
来
に
つ
い
て
も
紹
介
し
て

、

11

い
る
。
ま
た
月
建
は
、
い
わ
ゆ
る
建
除
（
十
二
直
）
の
占
術
で
も
用
い
ら
れ
る
。

（

）

、『

』

「

」

、

、

日
の
孤
虚
に
つ
い
て

武
備
志

七
十
三

日
孤
虚
例

で
は

子
日
は
孤
＝
亥
・
虚
＝
巳

12

丑
日
は
孤
＝
子
・
虚
＝
午
だ
と
規
定
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
子
日
の
左
隣
の
亥
（
北
西
）
や
丑

日
の
左
隣
の
子
（
北
）
が
そ
れ
ぞ
れ
孤
と
な
っ
て
い
お
り
、
数
は
異
な
る
も
の
の
、P

.
2
6
1
0

と
同
様
に
孤
虚
を
決
定
し
て
い
る
。

（

『
戎
事
類
占
』
に
つ
い
て
、
続
修
四
庫
全
書
本
を
底
本
と
す
る
が
、
一
部
改
め
た
箇
所
が
存
在

）
13

す
る
。

（

）
例
え
ば
、
孤
虚
占
の
記
述
が
存
在
し
て
い
る
巻
二
十
一
で
は

「
万
暦
甲
午
の
歳
（
一
五
九
四

、

14

年

」
と
い
う
記
述
が
含
ま
れ
て
い
る
。

）

（

）
底
本
は
「
餘
放
（
方
？
）
此
月
」
に
作
る
が
「
餘
放
」
を
衍
字
と
み
な
し
て
削
っ
た
。

15
（

）
な
お
太
白
は
、
日
本
の
陰
陽
道
に
お
け
る
「
八
将
神
」
に
お
い
て
「
大
将
軍
」
と
称
さ
れ
、

16

太
歳
が
子
の
方
位
に
居
る
際
、
酉
の
方
位
に
居
る
と
さ
れ
て
い
る
。

（

）
日
孤
虛
以
登
明
加
本
日
辰
、
時
孤
虛
以
登
明
加
本
時
上
、
竝
河
魁
・
從
魁
下
爲
孤
、
天
罡
・

17

太
沖
下
爲
虛

（
日
の
孤
虚

登
明
を
以
て
本
日
の
辰
に
加
え
、
時
の
孤
虚

登
明
を
以
て
本
時

。

上
に
加
う
れ
ば
、
並
び
に
河
魁
・
従
魁
の
下

孤
と
為
り
、
天
罡
・
太
沖
の
下

虚
と
為
る

）。

（

）
底
本
は
「
地
主
陽
德
」
に
作
る
が
「
陽
德
地
主
」
に
改
め
た
。

18
（

）

「

」（

『

』
、

、

厳
敦
傑

式
盤
綜
述

橋
本
敬
造
・
坂
出
祥
伸

訳

東
洋
の
科
学
と
技
術

同
朋
舍
出
版

19

）
、

「

「

」

」

一
九
八
二
年

山
田
慶
児

古
代
人
は
自
己

宇
宙
を
ど
う
読
ん
だ
か

式
盤

の
解
読

―

―

（

制
作
す
る
行
為
と
し
て
の
技
術
』
所
収
、
朝
日
出
版
社
、
一
九
九
一
年

、
猪
野
毅
「
奇

『

）

門
遁
甲
の
基
礎
的
研
究

（

北
海
道
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
研
究
論
集
』
第
十
号
、
二
〇

」
『

一
〇
年

。）

（

「
四
課
」
と
は
、
月
将
・
日
・
時
辰
の
干
支
を
数
値
化
し
た
上
で
、
改
め
て
地
支
に
変
換
し
た

）
20

も
の
で
あ
り
、
こ
れ
を
も
と
に
占
い
を
進
め
る
。
第
一
か
ら
第
四
ま
で
存
在
す
る

「
三
伝
」

。

と
は
、
占
う
事
柄
の
経
過
の
こ
と
で
あ
り
、
初
伝
・
中
伝
・
末
伝
か
ら
成
る
。
そ
れ
ぞ
れ
四
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課
を
も
と
に
算
出
す
る
。
よ
り
詳
細
な
占
法
に
つ
い
て
は
、
前
掲
厳
氏
・
山
田
氏
の
論
考
を

参
照
。

（

）
山
田
氏
は
、
前
漢
汝
陰
侯
墓
の
六
壬
盤
に
は
十
二
月
将
の
名
が
見
ら
れ
な
い
こ
と
と
、
王
莽

21

時
代
の
武
威
県
磨

咀

子
六
十
二
号
墓
の
六
壬
盤
に
は
、
十
二
月
将
の
名
が
記
さ
れ
て
い
る
こ

ま

し

よ

し

と
か
ら
、
前
漢
初
期
に
は
ま
だ
十
二
月
将
の
名
が
な
く
、
前
漢
末
ま
で
に
出
現
し
た
と
推
測

す
る
。

（

）
前
掲
山
田
氏
論
文
の
一
九
七
頁
を
参
照
。

22
（

『
後
漢
書
』
方
術
伝
の
顔
師
古
注
に
は

「
遁
甲
、
推
六
甲
之
陰
而
隱
甲
也

（
遁
甲
は
、
六
甲

）

、

。

23

の
陰
を
推
し
て
隠
遁
す
る
な
り

」
と
あ
る
。

。）

（

）
な
お
、
遁
甲
占
の
初
出
に
つ
い
て

「
従
軍
行
」
に
先
立
つ
『
漢
書
』
芸
文
志
・
数
術
略
・
五

、

24

行
に
は
「
風
鼓
六
甲

二
十
四
巻

「
文
解
六
甲

十
八
巻
」
が
著
録
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
二

」

書
は
現
存
し
な
い
も
の
の
、
前
述
の
通
り

「
六
甲
」
は
遁
甲
占
と
密
接
な
関
わ
り
を
持
つ
概

、

念
で
あ
り

『
漢
書
』
の
時
点
で
遁
甲
占
が
存
在
し
て
い
た
可
能
性
も
あ
る
が
、
現
時
点
で
は

、

待
考
と
し
た
い
。

（

「
六
儀
三
奇
」
に
つ
い
て
、
遁
甲
占
で
は
、
十
干
の
中
で
も
「
戊
・
己
・
甲
・
辰
・
壬
・
癸
」

）
25

を
「
六
儀

「
乙
・
丙
・
丁
」
を
「
三
奇
」
と
そ
れ
ぞ
れ
称
す
。

」
、

（

）
一
方
で
、
北
斗
七
星
や
年
・
月
・
日
ご
と
の
占
い
と
い
う
点
で
は
、
馬
王
堆
漢
墓
帛
書
『
刑

26

徳
』
や
『
淮
南
子
』
天
文
訓
に
見
え
る
刑
徳
占
で
も
確
認
で
き
る
。
従
っ
て
、
孤
虚
占
が
式

占
と
同
様
に
、
刑
徳
占
か
ら
も
影
響
を
受
け
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
刑
徳
占

は
古
代
の
成
立
以
降
、
登
場
す
る
こ
と
は
稀
と
な
る
こ
と
か
ら
、
主
に
孤
虚
占
の
変
化
の
契

機
と
な
っ
た
の
は
、
式
占
の
隆
盛
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

【
附
記
】

・
本
稿
を
作
成
す
る
に
先
立
ち
、
二
〇
二
二
年
二
月
、
中
国
出
土
文
献
研
究
会
の
第
七
十
四
回
研
究

会
に
て
「
中
国
に
お
け
る
孤
虚
占
に
つ
い
て

敦
煌
文
献P

.
2
6
1
0

を
中
心
と
し
て
」
と
い
う
題
目

―

、

、

で
オ
ン
ラ
イ
ン
発
表
し

湯
浅
邦
弘
先
生
・
竹
田
健
二
先
生
・
福
田
哲
之
先
生
を
は
じ
め
と
し
て

参
加
者
の
先
生
方
か
ら
貴
重
な
教
示
を
賜
っ
た
。
記
し
て
御
礼
申
し
上
げ
た
い
。

・
本
稿
は
、
Ｊ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
科
学
研
究
費
助
成
事
業
「
研
究
活
動
ス
タ
ー
ト
支
援

（1
9
K
2
3
0
0
4

）
に
よ
る

」

研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

椛
島

雅
弘
（
か
ば
し
ま
・
ま
さ
ひ
ろ
）

一
九
九
〇
年
生
ま
れ
。
大
阪
大
学
大
学
院
人
文
学
研
究
科
招
へ
い
研
究
員
・
京
都
産
業

大
学
非
常
勤
講
師

専
門
は
中
国
兵
学
思
想
史

共
著
に

よ
く
わ
か
る
中
国
思
想

湯

。

。

『

』（

浅
邦
弘
編
著
、
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
二
二
年

、
主
要
論
文
に
「
銀
雀
山
漢
墓
竹
簡

）

『
天
地
八
風
五
行
客
主
五
音
之
居
』
に
お
け
る
八
風
理
論
と
そ
の
變
遷

客
主
觀
を
中
心

―

と
し
て

（

中
國
出
土
資
料
研
究
』
第
二
十
二
号
、
二
〇
一
八
年
）
な
ど
。

―
」
『
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